
日
法
聖
人
文
書
の
研
究

（一こ

光
長
寺
蔵

『要
文
集
』
翁
山
門
申
状
し

真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て

と

『佛
法
博
末
記
』
翁
仏
法
渡
次
第
記
し

原

井

慈

鳳

一
、
は
じ
め
に

二
、
『要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』
に
関
す
る
問
題
点
の
所
在

三
、
『
要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』
に
於
け
る
筆
蹟
再
点
検

Ｈ
　
『
要
文
集
』
と
筆
蹟
が
類
似
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
宗
祖
御
書
と
日
法
聖
人
筆
蹟

国
　
『
要
文
集
』
中
に
宗
祖
御
真
蹟
か
否
か
疑
間
の
文
字
を
拾
う

口
　
『
要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』
の
注
目
す
べ
き
文
字
群
に
於
け
る
宗
祖
と
日
法
聖
人
の
筆
蹟
比
較

（五
十
立日順
）

Ａ

□

呉

琵

較

Ｂ

園

呉

琵

較

Ｃ

□

突

琵

較

Ｄ

□

異

琵

較

Ｅ

□

長

琵

較

Ｆ

□

臭

琵

較

Ｇ

□

畏

琵

較

Ｈ

□

異

琵

較

Ｉ

□

異

琵

較

Ｊ

囲

異

孟

較

Ｋ
□
□
の
文
字
比
較

四
、
『
要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来

Ｈ
　
『
要
文
集
』
の
記
述
を
引
用
し
た
日
法
聖
人
文
書

桂
林
學
叢
　
第
十
九
号

の
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口 国

五
、
結
　
び

『要
文
集
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
と
は

『
佛
法
博
末
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
と
は
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一
、
は
じ
め
に

平
成
四
年
、
大
本
山
光
長
寺
蔵

『
要
文
集
』
翁
山
門
申
状
し

及
び

『
佛
法
博
末
記
』
Ｇ
仏
法
渡
次
第
記
し

の
両
書
は
宗
祖
御
真
蹟

で
あ
る
事
を
確
認
し
た
と
し
て
立
正
大
学
中
尾
尭
教
授
の
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
た
事
は
広
く
知
ら
れ
、
多
く
の
研
究
者
に
影
響
を
与

え
た
。
そ
の
折

『
山
門
申
状
』
の
名
称
も
問
題
視
さ
れ

『叡
山
奏
状
』
の
写
本
と
し
て

『
山
門
奏
状
』
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
御
見

解
で
あ

っ
た
。
翁
要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』
は
各
々
現
状
巻
子
本
の
題
察
の
題
名
）

当
時

「今
世
紀
の
最
後
を
飾
る
発
見
」
と
し
て
光
長
寺
所
蔵
文
書
が
俄
然
注
目
さ
れ
る
所
と
な

っ
た
。

大
本
山
光
長
寺
に
於
て
は
昭
和
六
十
三
年
以
来

「
日
法
聖
人
御
所
持
本
調
査
委
員
会
」
が
発
足
し
て
お
り
、
日
法
聖
人
御
所
持
本
の

調
査
の
哨
矢
と
し
て
平
成
二
年
四
月
に
は

『御
法
門
御
聞
書
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
寺
宝
調
査
が
前
進
し

つ
つ
あ
る
時
点
で
あ
り
、
従

っ

て

『
山
門
奏
状
』
に
関
す
る
中
尾
教
授
の
発
表
に
は
本
山
当
局
は
勿
論
、
日
法
聖
人
御
所
持
本
調
査
委
員
会
の

一
員
に
連

っ
た
筆
者
も

感
動
し
耳
目
を
敬
て
た
。

そ
れ
以
前
の

『要
文
集
』
翁
山
門
申
状
し

の
評
価
に
曲
折
が
あ

っ
た
事
も
事
実
で
あ
る
。
光
長
寺
蔵
、
明
和
の
宝
物
台
帳

『光
長

寺
霊
宝
拍
』
に
は

「
日
法
上
人
御
筆
」
に
分
類
さ
れ
て
来
た
が
大
正
十
五
年
八
月
八
日
、
「聖
祖
御
員
筆

二
相
違
無
キ
ヲ
以
テ
改
ム

五
十
七
世
日
舜

（花
押
と

と
加
筆
あ
り
、
こ
れ
に
先
だ

つ
大
正
四
年
十

一
月
、
稲
田
海
素
氏
が

『
要
文
集
』
写
本
の
折
、
同
本
を
宗

祖
御
真
蹟
と
断
ぜ
ら
れ
た
記
録
も
知
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
の
御
遺
文
台
帳
に
登
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
公

式
記
録
に
認
定
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
為
、
新
発
見
の
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

『
佛
法
博
末
記
』
は
明
和
の

『
宝
物
拍
』
に
は

『
日
本
佛
法
博
末
記
』
と
あ
り
、
宗
祖
真
蹟
の
中
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
稲
田
海
素

曰
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
碑
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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光長寺蔵『要文集』 (『山門申状』)

氏
は

『
大
崎
学
報
』
八
九
号

（昭
和
十

一
年
）
『祖
書
鑽
仰
史
談
』

中
の
記
事
で
日
法
聖
人
写
本
と
し
て
分
類
さ
れ
た
事
も
注
目
し
て
お

き
た
い
。
昭
和
四
十
九
年
、
光
長
寺
宝
物
管
理
委
員
会
の
ラ
ベ
ル
に

は

「
日
法
筆
な
ら
ん
か
」
の
加
筆
が
あ
り
、
や
は
り
疑
間
を
残
し
て

来
た
。

こ
の
よ
う
に
真
の
筆
者
に
つ
い
て
は
見
解
に
混
乱
が
あ

っ
た
が
中

尾
教
授
の
発
表
に
よ
り
両
書
に
結
論
が
出
さ
れ
た
形
と
な
り
、
当
宗

の
側
よ
り

「史
料
紹
介
」
と
し
て
興
隆
学
林
、
小
西
徹
龍
教
授
が

「光
長
寺
蔵

『
山
門
奏
状
』
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
論
文
を
発
表
さ

れ
た
。
更
に
は

「光
長
寺
蔵

『
佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
」
と
題
す

る
論
文
を
近
年
発
表
さ
れ
た
。
い
づ
れ
も
宗
門
史
料
と
し
て
書
誌
学

的
考
察
と
本
文
紹
介
、
関
連
資
料
を
詳
述
さ
れ
両
書
公
開
は
研
究
者

に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
論
文
で
両
書
に
つ
い
て

「筆
者
は
宗
祖
、
成
立
年
代
は
文
永

六
、
七
年
頃
で
あ
る
」
と
の
中
尾
教
授
の
見
解
を
受
容
さ
れ‐
、
光
長

寺
文
書
の

一
角
に
定
説
が
確
立
し
た
か
の
感
を
抱
き

つ
つ
年
月
を
経

過
し
た
。
平
成
五
年
よ
り
八
年
間
、
筆
者
は
宗
門
行
政
の
役
職
を
拝

命
し
光
長
寺
文
書
拝
読

の
時
間
的
制
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
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『
要
文
集
』
の
筆
蹟
と

『
佛
法
博
末
記
』
の
筆
蹟

に
つ
い
て
は
予
て
よ
り
宗
祖
ご
真
蹟
の
説
に
柳
か
の
疑
義
を
捨
て
切
れ
ず
今
日
に

至

っ
た
。
日
法
聖
人
の
筆
蹟
を
拝
読
し
て
年
月
を
経
る
に
従
い
独
特
の
筆
法
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
特
に
近
年
気
づ
い
た
か
ら
で

あ
る
。

し
か
し
確
た
る
論
拠
を
有
せ
ず
し
て
軽
率
な
見
解
を
述
べ
徒
ら
に
混
乱
を
生
ず
る
事
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
平
成
十

一
年
度
、
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
於
て

『
光
長
寺
文
書
の
研
究
』
と
し
て

「
『
下
山
抄
』
片
仮
名
文
と
平
仮
名
文
の
筆
者
と

『
日

本
國
佛
法
渡
事
』
の
筆
者
」
と
題
す
る
研
究
発
表
を
行

っ
た
。
そ
の
発
表
に
於
て
日
法
聖
人
の
文
字
の
特
徴
を
表
す
文
字
を
で
き
る
限

り
挙
げ
、
比
較
検
討
し
て
光
長
寺
蔵

『
下
山
抄
』
片
仮
名
文
も
平
仮
名
文
も
日
法
聖
人
筆
蹟
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
い
た
。
同
時
に

『
日
本
國
佛
法
渡
事
』
翁
佛
法
博
末
記
し

も
宗
祖
と
日
法
聖
人
の
文
字
群
の
比
較
か
ら
、
宗
祖
に
は
見
ら
れ
な
い
数
々
の
文
字
の
存
在

を
挙
げ
て
当
書
も
日
法
聖
人
の
筆
蹟
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
と
の
結
論
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
平
成
十
五
年
度
の
法
華
宗
教
学
研
究
所
の
研
究
発
表
の
為
の
資
料
収
集
と
そ
の
分
析
を
進
め
て
行
く
中
に
、
再
び

『要
文
集
』

翁
山
門
申
状
り

の
筆
者
に
つ
い
て
考
察
し
論
拠
を
整
理
し
て

『
日
法
聖
人
文
書
に
関
す
る
研
究
』
と
し
て

「
『
山
門
申
状
』
『
日
本
國

佛
法
渡
事
』
の
筆
者
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
研
究
発
表
を
行

っ
た
。
即
ち
宗
祖
筆
蹟
と
日
法
聖
人
筆
蹟
を
で
き
る
限
り
多
く
の
例
を
引

い
て
比
較
し
、
類
似
点
、
相
違
点
を
明
ら
か
に
し
て
真
の
筆
者
を
結
論
と
し
て
導
き
出
す
調
査
研
究
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

今
回
は
そ
の
二
書

『
要
文
集
』
と

『
佛
法
博
末
記
』
の
真
の
筆
者
、
成
立
年
代
、
そ
し
て
両
書
の
真
の
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て
試
論

を
論
述
し
て
み
た
い
。
基
本
を
置
い
た
の
は
で
き
る
限
り
多
数
例
の
筆
蹟
比
較
で
あ
る
。
今
日
ま
で
に
収
集
し
た
宗
祖
と
日
法
聖
人
の

筆
蹟
を
具
体
例
で
示
し
、
筆
写
年
代
、
書
体
、
筆
法
を
も
勘
案
し
て
論
拠
と
し
真
の
筆
者
に
迫
り
た
い
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
時
間

の
制
約
も
あ
り
推
敲
不
備
も
免
れ
な
い
が
今
は
拙
論
を
進
め
さ
せ
て
頂
く
事
と
す
る
。
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二
、
『
要
文
集
』
『佛
法
博
来
記
』
に
関
す
る
問
題
点
の
所
在

『
要
文
集
』
と
称
さ
れ
る
巻
子
本

一
巻
は
当
初
冊
子
本
で
あ

っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
が
、
他
の
光
長
寺
古
文
書
に
対
し
て
も
光
長
寺

第
二
十
四
世
日
寛
師
が
延
宝
年
間
に
長
期
保
存
の
為
と
推
定
さ
れ
る
修
復
事
業
を
行

っ
た
事
が
明
白
で
あ
る
。
当
文
書
も
各
紙
紙
背
継

目
に

「
日
寛
」
と
判
読
で
き
る
黒
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

題
察
は
修
復
後
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が

「
要
文
集
　
日
法
上
人
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
当
文
書
は
東
大
資
料
編
纂
所
に
筆
写
本
が

存
在
し
、
こ
の
冒
頭
部
分
は

「要
文
集
　
日
法
聖
人

（実

ハ
宗
祖
也
と

と
あ
り
、
端
裏
書
に
、

「
右
要
文
集

　
一
冊
、
駿
河
國
駿
東
郡
金
岡
村
、
岡
之
宮
光
長
寺
所
蔵
　
大
正
八
年
七
月
日
蓮
宗
大
学
所
蔵
篤
本

ニ
ヨ
リ
テ
謄
篤
了
」

と
あ
り
、
親
本
は
大
正
四
年
十

一
月
二
十
七
日
、
稲
田
海
素
氏
が
光
長
寺
に
て
原
本
よ
り
書
写
し
日
蓮
宗
大
学
に
書
写
本
と
し
て
蔵
し

て
い
た
事
が
解
る
。

そ
の
書
写
本
の
末
尾
部
分
に
、

「今
案
是
　
大
聖
人
之
御
親
篤
而
断
メ非
法
尊
之
御
筆
、
要
ス
ル
ニ大
聖
人
篤
く
ゥ山
門
／封
二
寺
門
一訴
状
上
者
也
　
海
素
」

と
見
え
、
大
正
四
年
、
稲
田
海
素
氏
は
光
長
寺
蔵

『
要
文
集
』
を
調
査
の
結
果
、
日
法
聖
人
筆
蹟
で
は
な
く
宗
祖
御
真
蹟
と
断
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
が
先
述
の
日
舜
師
記
録
と
し
て
、
コ
並
宝
拍
』
や
巻
子
本
題
策
の
加
筆
と
な

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
見

解
は
光
長
寺
の
み
な
ら
ず
学
会
に
も
及
び

『
日
本
佛
教
史
』
の
著
書
、
辻
善
之
助
博
士
の

「頼
朝
以
後
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
」
の
論

稿
で
山
門
寺
門
の
争
い
の
記
録
と
し
て

『
仲
資
王
記
』
『
明
月
記
』
『
華
頂
要
略
天
台
座
主
記
』
と
共
に

『
岡
宮
光
長
寺
所
蔵
日
蓮
筆
要

文
集
』
が
挙
げ
ら
れ
た
。
辻
氏
は
東
大
資
料
編
纂
所
長
を
歴
任
さ
れ
稲
田
氏
筆
写
本
等
を
参
照
さ
れ
た
事
は
容
易
に
頷
け
る
。
更
に
稲
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田
氏
の

『
大
崎
学
報
』
八
十
九
号
の
論
稿
に
て

『
要
文
集
』
を
宗
祖
筆
蹟
で
あ
る
と
す
る
推
定
が
見
ら
れ
る
他
、
姉
崎
正
治
氏
は

「資

料
と
し
て
の
日
蓮
上
人
遺
文
」
で

『
要
文
集
』
が
宗
祖
親
写
で
あ
る
と
す
る
稲
田
説
を
追
認
さ
れ
て
い
る
。

『
佛
法
博
末
記
』
の
名
称
は
宗
祖
御
遺
文

『
日
本
員
言
宗
事
』
の
中
に
見
え
る
が
、
『
國
書
線
目
録
』
に

『
仏
教
伝
来
次
第
』
信
救
著

が
見
え
、
『続
群
書
類
従
』
二
五
輯
下
、
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
伝
記
叢
書
の
中
に
も
収
録
さ
れ
る
。
光
長
寺
蔵

『佛
法
博
末
記
』
の
名

称
は
現
在
の
巻
子
本
の
題
策
に
記
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
が
本
書
第
二
紙

一
行
日
に
は

「
日
本
國
佛
法
渡
事
」
と
あ
り
、
更
に
巻
末
に
は

「
仏
法
渡
次
第
記
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る

（『
光
長
寺
霊
宝
拍
』
に
は

『
日
本
佛
法
博
末
記
』
と
あ
る
）
。
今
は

『佛
法
博
末
記
』
と
呼

称
す
る
事
と
す
る
。
そ
の
記
事
は
徳
蔵
菩
薩
、
仏
法
伝
来
の
事
と
共
に

『
開
元
釈
教
録
』
『続
高
僧
伝
』
『
貞
元
釈
教
録
』
引
用
の
記
事

で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
小
西
教
授
論
稿
が
あ
る
。

『
佛
法
博
末
記
』
の
筆
者
を
宗
祖
と
す
る
中
尾
教
授
の
見
解
で
は
文
永
七
年
頃
の
書
と
主
張
さ
れ
る
が
、
形
状
と
表
裏
文
書
の
関
係

に
つ
い
て

鋼
仏
法
伝
来
記
』
の

一
巻
は

『
一
代
五
時
図
』
を
書
写
し
た

「紙
背
」
の
部
分
と
仏
法
の
伝
来
を
抜
き
書
き
し
た

『
仏
法

伝
来
記
』
の
部
分
か
ら
な

っ
て
い
る
。
宗
祖
は

『
一
代
五
時
図
』
を
書
か
れ
た
巻
子
本
を
解
装
し
、
こ
れ
を
裏
返
し
て
冊
子
本
に
仕
立

て
さ
せ
、
そ
れ
に

『
仏
法
伝
来
記
』
を
改
め
て
書
写
さ
れ
、
日
法
上
人
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
「
仏
法
伝
来
記
』

は
文
永
六
年
か
七
年
頃
の
筆
跡
、
コ

代
五
時
図
』
は
恐
ら
く
文
永
初
年
の
筆
跡
に
違
い
な
い
」
と
論
じ
ら
れ
た
。

さ
て

『
要
文
集
』
が
宗
祖
御
真
蹟
と
公
表
さ
れ
た
影
響
は
大
き
く

『
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
』
第
二
巻
に
て
岡
元
錬
城
氏
は

『金
吾
殿

御
返
事
』
『
御
輿
振
御
書
』
『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
の
系
年
に
つ
い
て
、
光
長
寺

『
山
門
奏
状
』
が
日
蓮
真
蹟
と
し
て
改
め
て
確
認
さ

れ
た
と
し
て
直
ち
に
反
応
さ
れ
、
高
く
評
価
す
る
と
共
に
前
三
書
が
文
永
六
年
で
あ
る
事
を

「確
認
、
確
定
さ
せ
る
か
に
思
え
る
」
と

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

但
し

『
山
門
奏
状
』
の
書
写
年
代
を

「文
永
六
年
か
文
永
七
年
頃
と
も
述
べ
ら
れ
混
乱
し
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ

「
や
や
曖
味
さ
が

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
じ
―
光
長
寺
茂

『妥
夫
集
」
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
も
指
摘
さ
れ
た
。

更
に

「
『
山
門
奏
状
』
の
出
現
は
日
蓮
の
思
想
と
行
動
を
考
え
る
為
の
重
要
文
献
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
確
実
に
し
て
単
に

史
料
と
し
て
の
み
な
ら
ず
教
理
教
学
研
究
、
そ
の
深
化
構
築
に
鋭
く
反
映
し
た
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
加
え
て
一一百
〔を
あ

げ
て
先
ず
光
長
寺

へ
の
伝
来
の
可
能
性
と
し
て

「
日
蓮
が
座
右
に
備
え
た
も
の
か
ら
の
分
断
」
と
考
え
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て

「
後
代

に
お
け
る
身
延
か
ら
の
流
出
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
」
と
推
測
を
立
て
て
お
ら
れ
る
。

次
に
宮
崎
英
修
氏
論
文
中
に

「念
佛
者
追
放
の
宣
旨
等
を
集
め
た
も
の
は
駿
河
岡
宮
光
長
寺
に
聖
人
滅
後
間
も
な
い
頃
の
写
本
が
あ

り
」
と
す
る
の
は
何
か
。
中
條
暁
秀
氏
の
論
文
に
も
、
宮
崎
氏
が
光
長
寺
蔵
日
法
筆

「念
佛
者
追
放
宣
状
事
」
の
存
在
を
述
べ
て
い
る

事
に
関
し
、
岡
元
氏
は

「
『山
門
奏
状
』
と
混
同
じ
内
容
理
解
に
も
混
乱
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
二
点
と
し
て

「
『
日
蓮
宗
事
典
』
に
日
法
の
真
蹟
と
し
て
あ
げ
る

一
書
に

『
山
門
申
状
』
（写
本
）
が
あ
る
が
こ
の
記
述
は
改
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
訂
正
の
必
要
を
述
べ
、
「
仏
法
伝
来
記
』
は
ま
さ
し
く
新
発
見
の
日
蓮
真
蹟
で
あ
る
」
と
さ
れ
全
文
公
開
を
求
め

ら
れ
た
。

宗
祖
真
蹟

『山
門
奏
状
」
と
し
て
公
表
さ
れ
た

『
要
文
集
』
の
学
界

へ
の
影
響
を
記
し
た
が
、
『
要
文
集
』
は
光
長
寺
に
於
て
は
題

察
の
脇
書
に
あ
る
如
く

『山
門
申
状
』
と
呼
称
し
て
来
た
。
山
門
よ
り
朝
廷
に
差
し
上
げ
た
書
状
で

『叡
山
奏
状
』
の
写
本
で
あ
ろ
う

と
指
摘
さ
れ
た
こ
の

『
要
文
集
』
の
真
の
題
名
は
果
し
て
そ
れ
で
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
両
書
は
真
に
宗
祖
御
真
蹟
で
あ
る
の
か
。

以
上
、
両
書
を
宗
祖
真
蹟
と
す
る
見
解
の
近
年
に
及
ぼ
す
様
々
な
動
き
と
問
題
点
を
列
挙
し
て
み
た
が
、
今

一
度
両
書
を
厳
密
に
検

討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
点
に
帰

っ
て
真
に
筆
蹟
か
ら
整
理
、
再
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
痛
感
す
る
に
至

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
鍵
は
中
老
僧
日
法
聖
人
の
研
究
に
在
り
こ
れ
を
軽
視
す
る
事
は
許
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
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三
、
「
要
文
集
』
『佛
法
博
来
記
」
に
於
け
る
筆
蹟
再
点
検

Ｈ
　
『
要
文
集
』
と
筆
蹟
が
類
似
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
宗
祖
御
書
と
日
法
聖
人
筆
蹟

宗
祖
御
真
蹟
と
し
て
公
表
さ
れ
た
両
書
で
あ
る
が
宗
祖
筆
写
年
代
は
文
永
六
年
、
七
年
に
比
定
さ
れ
た
中
尾
教
授
の
こ
の
研
究
の
根

拠
を
見
る
と

「
『
立
正
安
国
論
』
の
後
半
部
分
が
ま
こ
と
に
よ
く
似
て
い
る
事
に
気
が
付
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
に
書
写
さ
れ
た
と

見
ら
れ
る

『
顕
戒
論
縁
起
』
と
比
較
を
試
み
た
と
こ
ろ
と
て
も
よ
く
合
致
す
る
点
が
多
か

っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た

如
く
、
光
長
寺
蔵
の
両
書
と
他
の
宗
祖
遺
文
と
の
関
連
や
系
年
の
確
定
、
新
史
料
と
し
て
他
の
山
寺
門
史
料
と
の
関
連
、
両
書
の
光
長

寺

へ
の
伝
来
ル
ー
ト
等
々
今
日
研
究
に
広
が
り
を
見
せ

つ
つ
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
さ
れ
ば

『立
正
安
国
論
』
『
顕
戒
論
縁
起
』
の

二
書
は
筆
蹟
比
較
の
重
要
な
対
照
に
挙
げ
再
点
検
し
て
み
た
い
。　
一
方
で
日
法
聖
人
の
筆
蹟
に
注
目
し
て
み
た
い
。

光
長
寺
に
は
幸
い
日
法
聖
人
筆
写
本

『
御
法
門
御
聞
書
』
を
は
じ
め
御
所
持
の
多
数
の
文
書
が
伝
来
し
、
御
自
筆
を
証
明
で
き
る
何

点
も
の
断
簡
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
主
な
る
筆
写
本
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈光
長
寺
蔵
日
法
聖
人
筆
写
本
〉

『
御
法
門
御
聴
書
上
』
　

『御
法
門
御
聞
書
下
』
（両
書
は
上

・
下
総
称
す
る
時
は

『
御
法
門
御
聞
書
」
と
記
す
）

『
本
述
相
違
要
文
上
』
　

『本
述
相
違
要
文
下
』

『
下
山
抄
』
　
　
　
　
　

『下
山
抄
』
（仮
名
交
り
文
）

『
撰
時
抄
下
』
　

　

　

　

『
四
信
五
品
抄
』

『
大
田
禅
門
抄
』
　

　

　

『
無
益
外
道
行
集
』

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『妥
文
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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『
後
五
百
歳
合
文
』

『
大
般
湿
槃
経
要
文
』

『真
言
宗
所
立
義
要
文
』

『
天
地
人
三
才
之
巻
』

『持
戒
無
戒
事
』

『華
厳
宗
所
立
義
要
文
』

『和
漢
朗
詠
集
下
』

こ
れ
ら
の
諸
本
は
今
日
巻
子
本
の
形
で
伝
来
保
存
さ
れ
て
い
る
が
当
初
は
冊
子
本
で
江
戸
期
に
冊
子
本
を
改
装
す
る
時
の
錯
簡
も
認

め
ら
れ
、
実
は
右
の
題
名
以
外
の
内
容
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
書
写
年
代
の
明
確
な
も
の
は
二
点
で
あ
る
が
、
若
き
年
代
か
ら
晩
年

と
拝
さ
れ
る
筆
蹟
ま
で
変
化
に
富
み
御
所
持
を
示
す
署
名
花
押
も
多
く
存
在
す
る
。　
一
部
に
は
後
代
の
加
筆
も
あ
り
注
意
を
要
す
る
点

で
あ
る
。
日
法
聖
人
の
独
得
の
筆
法
を
見
出
す
事
が
重
要
で
あ
り
、
宗
祖
の
筆
法
に
似
か
よ

っ
た
例
が
各
所
に
見
ら
れ
判
断
に
は
慎
重

を
要
す
る
。
し
か
し
若
き
年
代
よ
り
身
に
付
い
た
書
き
癖
に
つ
い
て
は
他
の
筆
蹟
と
は
明
ら
か
に
異
質
と
判
別
で
き
る
特
徴
を
有
し
て

お
り
、
微
妙
な
違
い
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

文
字
の
判
別
に
つ
い
て
は
慎
重
な
比
較
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
共
に
少
数
の
比
較
に
於
て
は
十
分
で
な
く
、
同
じ
文
書
の
中
に
於
て

す
ら
同
じ
文
字
に
変
化
が
見
ら
れ
る
た
め
、
『
要
文
集
』
は
全
紙
に
亘
り
で
き
る
限
り
多
数
の
サ
ン
プ
ル
を
挙
げ
て
比
較
し
な
け
れ
ば

意
味
を
有
し
な
い
と
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
点
を
研
究
の
要
点
と
し
た
。

Ａ
、
先
入
観
を
排
し
、
筆
者
を
宗
祖
、
日
法
聖
人
、
又
は
他
者
を
も
視
野
に
入
れ
て
文
字
を
比
較
す
る
。

Ｂ
、
日
法
聖
人
は
若
年
よ
り
宗
祖
に
近
侍
し
た
と
考
え
ら
れ
老
年
に
至
る
迄
相
当
の
筆
法
変
化
が
見
ら
れ
る
。

Ｃ
、
日
法
聖
人
は
宗
祖
御
所
持
本
、
或
い
は
写
本
を
多
数
書
写
さ
れ
た
史
実
が
あ
り
宗
祖
筆
法
に
自
ら
影
響
を
受
け
た
部
分
が
あ
る
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と
同
時
に
積
極
的
に
模
写
に
近
い
方
法
を
執
ら
れ
た
部
分
が
認
め
ら
れ
る
。

Ｄ
、
日
法
聖
人
が
宗
祖
真
蹟
を
書
写
し
乃
至
は
模
写
し
た
と
し
て
も
尚
且
、
日
法
聖
人
独
自
の
書
き
癖
が
残
る
部
分
が
有
り
、
宗
祖

の
真
蹟
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
る
事
に
注
目
す
る
。

以
上
の
方
針
を
以
て
注
目
す
べ
き
文
字
を
研
究
し
た
い
と
思
う
。
弟
子
の
日
法
聖
人
が
宗
祖
の
筆
法
に
影
響
さ
れ
、
又
は
自
然
に
近

づ
き
類
似
し
て
来
る
可
能
性
は
大
き
い
が
、
逆
に
師
で
あ
る
宗
祖
が
日
法
聖
人
の
文
字
に
影
響
さ
れ
類
似
し
て
来
る
と
言
う
可
能
性
は

殆
ど
少
な
い
と
見
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
さ
れ
ば
日
法
聖
人
の
筆
法
が
宗
祖
の
筆
法
に
近
づ
い
た
と
し
て
も
結
局
近
づ
き
切
れ
な
い
部

分
を
明
ら
か
に
出
来
れ
ば
目
的
に
添
え
る
も
の
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
日
法
聖
人
の
文
字
は
前
出
の
自
筆
筆
写
本
よ
リ
ピ

ッ
ク
ア
ッ

プ
し
、
そ
の
所
在
の
書
名
を
明
ら
か
に
し
た
。

国
　
『
要
文
集
』
中

に
宗
祖
御
真
蹟
か
否
か
疑
間

の
文
字
を
拾
う

『
要
文
集
』
が

『山
門
奏
状
』
と
さ
れ
宗
祖
御
真
蹟
と
公
表
さ
れ
た
が

『
要
文
集
』
の
中
の
文
字
を
具
に

一
字

一
字
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ

し
て
み
る
と
や
は
り
直
ち
に
は
宗
祖
と
断
ぜ
ら
れ
な
い
文
字
群
が
あ
る
事
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
総
体
的
、
巨
視
的
に
見
る
と
雰
囲
気

は
確
か
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
書
き
癖
や
筆
法
は
確
か
に
相
違
が
あ
り
、
個
々
の
文
字
の
検
討
の
上
に
初
め
て
結
論
が
出
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
御
真
蹟
か
否
か
疑
問
視
さ
れ
る
文
字
を
以
下
に
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
る
事
と
す

Ｚつ
。光

長
寺

『
要
文
集
』
は
第

一
紙
よ
り
第
十
七
紙
に
至
る
巻
子
本
と
な

っ
て
お
り
錯
簡
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
丁
数
は
打
た
ず
、
今
は

巻
子
本
の
配
列
順
に
第

一
紙
よ
り
第
十
七
紙
の
表
記
と
何
行
日
に
存
在
す
る
か
の
表
記
を
し
て
ど
の
文
字
か
を
特
定
す
る
事
と
す
る
。

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

（三
）
―
光
長
寺
蔵

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
着
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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な
お

一
紙
の
行
数
は
基
本
的
に
表
裏
と
も
十

一
行
で
あ
る
が
本
紙
の
欠
損
や
行
間
に
数
文
字
以
上
の
加
筆
部
分
、
又
は
異
本
校
合
の
加

筆
が
あ
り
、
又
は
割
註
で

一
行
が
途
中
よ
り
細
字
と
な
り
二
行
に
分
行
す
る
等
、
厳
密
に
行
数
を
表
示
す
る
の
が
困
難
な
面
も
あ
る
が

基
本
的
に
少
数
文
字
の
行
間
加
筆
部
は
こ
れ
を
新
た
な

一
行
と
せ
ず
、　
一
行
が
途
中
で
細
字
の
二
行
に
別
れ
た
場
合
も
こ
れ
を
三
行
と

せ
ず

一
行
と
し
て
特
定
の
文
字
の
位
置
を
示
し
た
。　
一
紙
の
表
裏
は
冊
子
本
時
の
表
示
で
あ
る
。

第
OOOOOO
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作

（
〓
一
行
日
）

年

（
五

行
日
）

年

（
五

行
日
）

（
〓
一
行
日
）

（十

一
″何
目
）

（
エハ
行
目
）

年

（
七

行
日
）

行
目
）

院

（
九

行
日
）

法

（十

一
行
日
）

（
四

行
日
）

（十

一
行
目
）

（
エハ
行
日
）

羅

（
九

行
目
）

院

（
十

行
目
）

院

（十

一
行
日
）

如

（
五

行
日
）

法

（
七

行
日
）

如

（十

一
行
目
）

法

（十

一
行
日
）

地

（十

一
行
日
）

院

（
七

行
目
）

法

（
九

行
目
）

既

（十

一
行
目
）

作

（十

一
行
目
）
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Ｏ
　
雪
並
（
二

行
日
）

第
五
紙

Ｏ

法

（
七

行
日
）

Ｏ
　
非

（

一　
″何
目
）

第
六
紙

Ｏ

我

（
五

行
日
）

Ｏ
　
如

（
六

行
日
）

第
七
紙

Ｏ
　
安

（
〓
一
行
目
）

○

羅

（
五

行
日
）

第
八
紙

○

我

（
五

行
日
）

Ｏ
　
壼
並
（
九

行
目
）

第
九
紙

○
　
院

（
四

行
日
）

Ｏ

非

（
五

行
目
）

第
十
紙

Ｏ
　
非

（
六

行
目
）

如

（
五

行
日
）

如

（
八

行
日
）

院

（
四

行
目
）

法

（
七

行
日
）

法

（
八

行
目
）

非

（
〓
一
行
目
）

法

（
十

行
目
）

霊

（
エハ
行
目
）

作

（
四

行
日
）

法

（
五

行
日
）

如

（
六

行
目
）

奉

（
六

行
日
）

非

（
九

行
日
）

年

（
五

行
目
）

院

（
八

行
日
）

年

（
六

行
日
）

如

（
十

行
目
）

二息

（
五

行
目
）

法

（
十

行
日
）

年

（十

一
行
目
）

院

（
八

行
日
）

年

（〔
四

行
目
）
　

年

（
九

″何
目
）

年

（
九

行
日
）

如

（
八

行
目
）

我

（
五

行
日
）

地

（
九

行
日
）

院

（
九

行
日
）

如

（
十

行
日
）
　

地

（十

一
行
目
）

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ

ｌ

光
長
寺
晟

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て

―
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Ｏ
　
非

（
二

行
日
）

第
十

一
紙

〇

既

（
四

行
目
）

Ｏ

法

（
四

行
目
）

第
十
二
紙

〇
　
年

（　
一　
″何
目
）

Ｏ
　
我

（
二

行
目
）

第
十
三
紙

〇
　
年

（
〓
一
行
目
）

Ｏ
　
如

（
一二
行
目
）

第
十
四
紙

Ｏ
　
法

（
〓
一
行
日
）

Ｏ

羅

（
四

行
日
）

第
十
五
紙

Ｏ
　
安

（　
一　
″何
目
）

地

（
四

行
目
）

安

（
八

行
目
）

〇

年

呂

行
日
）

院

（
五

行
日
）

非

（
九

行
日
）

奉

（
四

行
日
）

奉

（
二

行
目
）

我

（
五

行
日
）

年

（
五

行
目
）

非

（
四

行
日
）

年

（
五

行
日
）

既

（
十

行
目
）

年

（　
一　
″何
目
）

地

（
五

行
日
）

年

（
八

行
日
）

年

（
五

行
日
）

法

（
五

行
日
）

曇
並
（
四

行
日
）

既

（
五

行
目
）

院

（
七

行
日
）

院

（
六

行
目
）

法

（
六

行
目
）

年

（
二

行
日
）

非

（
五

行
目
）

既

（
十

行
日
）

年

（
五

行
目
）

法

（
五

行
目
）

地

（
六

行
日
）

法

（
八

行
日
）

如

（
八

行
日
）

法

（
七

行
目
）

法

（
八

行
目
）

年

（
二

行
目
）

地

（
五

行
目
）

年

（
十

行
目
）

奉

（
六

行
目
）

法

（
七

行
日
）

年

（
七

行
目
）

非

（
一二
行
日
）

安

（
七

行
日
）

地

（
七

行
目
）

地

（
八

行
目
）

地

（
四

行
日
）

年

（
七

行
目
）

既

（
十

行
目
）
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第
十
六
紙

Ｏ
　
非

（　
一　
を何
目
）
　

非

（
一二
行
日
）

第
十
七
紙

Ｏ
　
壼
並
（　
一　
″何
目
）
　

我

（
一
一
″何
目
）
　

曇
並
（
〓
一
行
日
）
　

非

（〔
四

行
日
）
　

我

（
五

″何
目
）
　

法

（
エハ
″何
目
）

Ｏ
　
地

（
一二
″何
目
）
　

我

（
一二
″何
目
）
　

法

（
五

″何
目
）
　

羅

（
エハ
″何
目
）

右
の
如
く
各
紙
に
亘
り
注
目
す
べ
き
文
字
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
が
、
宗
祖
筆
蹟
は
年
代
や
書
写
の
ス
ピ
ー
ド
、
書
体
等
々
変
化
に

富
ん
で
お
り
、
多
数
の
文
字
を

『
要
文
集
』
よ
り
拾

っ
て
他
例
と
比
較
す
る
事
に
よ
り
差
異
の
傾
向
が
見
え
る
と
す
れ
ば
そ
の
意
味
が

増
す
と
思
う
。
さ
て
、
そ
の
比
較
は
如
何
に
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
第

一
義
に
宗
祖
の
御
真
蹟
と
の
比
較
で
あ
る
。
第
二
義
に
先

ず
日
法
聖
人
筆
蹟
と
の
比
較
で
あ
る
。
更
に
他
者
の
文
字
を
比
較
の
為
に
挙
げ
る
必
要
が
生
ず
る
か
否
か
は
第
二
義
と
し
た
い
。
従

っ

て

『
要
文
集
』
の
注
目
す
べ
き
個
々
の
文
字
を
順
次
挙
げ
、
次
い
で
宗
祖
御
真
蹟
の
同
文
字
を
挙
げ
、
類
似
す
る
と
中
尾
教
授
の
ご
指

摘
の

『立
正
安
国
論
』
『
顕
戒
論
縁
起
』
よ
り
同
文
字
を
で
き
る
限
り
多
数
拾
い
、
更
に

『
観
心
本
尊
抄
』
等
代
表
的
な
御
真
蹟
中
の

文
字
を
列
挙
す
る
事
と
し
た
。
そ
の
第
何
紙
に
存
在
す
る
か
も
表
記
し
た
。
な
お

『
立
正
安
国
論
』
『
顕
戒
論
縁
起
』
に
は
宗
祖
筆
蹟

と
は
考
え
ら
れ
ぬ
部
分
が
あ
り
、
こ
の
部
分
よ
り
の
引
用
は
行
わ
な
い
事
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。

一
方
、
日
法
聖
人
筆
蹟
よ
り
同
文
字
を
拾
い
、
代
表
的
な
直
筆

『
御
法
門
御
聞
書
』
を
は
じ
め

『本
述
相
違
要
文
』
等
、
日
法
聖
人

の
光
長
寺
蔵
筆
写
本
よ
り
で
き
る
限
り
の
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
を
試
み
た
。
な
お
日
法
聖
人
文
書
に
し
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
を
始
め
、
紙
数

の
確
定
し
て
い
る
も
の
は
そ
の
文
字
が
第
何
紙
の
表
裏
に
存
在
す
る
か
を
表
記
し
、
紙
数
の
公
開
さ
れ
て
い
な
い
文
書
に
つ
い
て
は
文

書
名
を
示
し
た
。
更
に
合
わ
せ

『
要
文
集
』
と
共
に

『
佛
法
博
末
記
』
よ
り
も
同
文
字
を
拾

っ
て
表
記
し
、
宗
祖
御
真
蹟
で
あ
る
か
否

曰
法
聖
人
文
書
の
研
究

Ｔ
じ
―
光
長
寺
茂

『妥
夫
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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か
日
法
聖
人
筆
蹟
と
も
比
較
対
照
を
試
み
る
事
と
す
る
。

口
　
『
要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』

の
注
目
す

べ
き
文
字
群

に
於
け
る
宗
祖
と
日
法
聖
人
筆
蹟
比
較

盆

十
二日順

上
段
は
光
長
寺
蔵

『
要
文
集
』
の
中
の
文
字
を
写
真
に
よ
り
採
録
、
『
佛
法
博
末
記
』
中
の
文
字
を
同
様
写
真
採
録
し
、
中
段
は
宗

祖
御
真
蹟
中
、
『
立
正
安
国
論
』
『
顕
戒
論
縁
起
』
を
始
め
と
す
る
御
遺
文
中
の
文
字
で
あ
り
法
蔵
館
発
行

『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
中

の
文
字
よ
り
採
録
し
た
も
の
、
更
に
下
段
は
光
長
寺
蔵
、
日
法
聖
人
筆
写
本
各
種
よ
り
確
実
な
も
の
を
写
真
に
よ
り
採
録
し
た
文
字
で

あ
る
。

宗
祖
の
筆
蹟
は
文
字
と
文
字
に
連
続
性
が
あ
る
例
が
多
く
文
字
ど
う
し
重
な

っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
な
る
べ
く
文
字
の
原
形
を

保
た
し
め
忠
実
に
採
録
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
日
法
聖
人
筆
蹟
も
同
様
で
あ
る
。
更
に
、
書
か
れ
た
紙
色
が
年
代
に
よ
る
褐
色
化
の

為
、
文
字
の
墨
色
と
共
に
紙
の
古
色
が
写
真
に
現
れ
る
場
合
が
あ
る
と
同
時
に
、
文
字
の
周
囲
や
文
字
中
に
虫
穴
が
認
め
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
が
現
状
で
採
録
し
た
。
文
字
の
特
徴
を
見
る
上
に
支
障
な
き
事
を
基
準
と
し
た
事
は
勿
論
で
あ
る
。
な
お
多
数
の
文
字
例
を
列

挙
し
て
煩
雑
の
感
を
免
れ
な
い
が
、
文
字
の
特
徴
を
見
極
め
る
為
に
は
広
く
例
証
と
し
て
偏
見
と
独
断
を
避
け
同

一
人
物
の
書
く
文
字

に
も
幅
が
あ
る
た
め
文
字
群
の
中
か
ら
確
か
な
違
い
を
見
極
め
る
証
拠
を
示
そ
う
と
試
み
た
。

Ａ
　
日
□
の
文
字
比
較

（別
表
①
参
照
）

「安
」
の
文
字
は

『
要
文
集
』
の
筆
蹟
と
宗
祖
筆
蹟
を
よ
く
比
較
し
て
ウ
カ
ン
ム
リ
の
下
の

「女
」
の
部
分
に
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

『
要
文
集
』
の

「女
」
の
部
分
は

「ム
」
の
部
位
が
右
か
ら
左

へ
鋭
角
に
折
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
宗
祖
の
文
字
の

「女
」
の

第

一
画
部
分
は
中
心
よ
り
垂
直
に
下
が
り
右

へ
ゆ
る
く
折
れ
る
。
即
ち

「ｋ
」
で
あ
り
、
右

へ
曲
が
る
部
分
は
短
い
。
こ
れ
を
日
法
聖
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人
の
筆
蹟
と
比
較
す
る
と
、
『
御
法
門
御
聴
書
上
』
を
は
じ
め

『
本
述
相
違
要
文
』
『
和
漢
朗
詠
集
下
』
『
後
五
百
歳
合
文
』
の
い
づ
れ

も

「女
」
の

「た
」
の
部
位
は
左
か
ら
右

へ
大
き
く
折
れ

『
要
文
集
』
と
よ
く
似
て
い
る
事
が
判
る
。
更
に

『
佛
法
侍
末
記
』
の
同
部

位
も
こ
れ
ら
日
法
聖
人
筆
蹟
と
同
様
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

Ｂ
　
口
日
の
文
字
比
較

（別
表
②
参
照
）

『要
文
集
』
に
六
文
字
の

「意
」
が
認
め
ら
れ
る
が

『
要
文
集
』
の

「意
」
の

「立
」
の
部
分
に
注
目
し
て
み
る
と
い
づ
れ
も

「
多
」

と
見
え
第

一
画
は
上
か
ら
下
さ
れ

「
ン
」
と

「
ご

の
間
に
空
間
が
あ
り

「
つ
」
を
加
え
て
横
に
並
ぶ
三
線
に
見
え
る
。
宗
祖
の

「意
」
は

「立
」
の
部
分
が
明
ら
か
に

「
立
」
と
見
え
第

一
画
は
左
か
ら
入

っ
て
く
る
。
「
心
」
の
部
分
は
左
の

一
画
が
上
か
ら
下

へ
打

た
れ
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
法
聖
人
筆
写
本
の

「
心
」
の
左
側
の

一
画
は
大
き
く
左

へ
傾
斜
し
て
い
る
も
の
が
殆

ど
で
あ
る
。
即
ち
多
く
の
文
字
を
見
比
べ
て

「
心
」
の
特
徴
の
差
異
が
よ
く
見
え
て
来
る
。
加
え
、
『
佛
法
侍
末
記
』
の

「意
」
は

一

文
字
で
比
較
例
が
少
な
い
が
、
日
法
聖
人
の

「意
」
の
字

「
心
」
の
部
分
の
類
似
点
は
多
く

『要
文
集
』
と
も
近
い
。

Ｃ
　
日
四
の
文
字
比
較

（別
表
③
参
照
）

『要
文
集
』
に

「院
」
の
字
は
十
九
例
あ
る
が
、
宗
祖
御
書
に
も
日
法
聖
人
文
書
に
も

「院
」
の
文
字
例
が
意
外
に
少
な
い
の
に
気

づ
か
さ
れ
る
。
従

っ
て
比
較
例
は
少
数
で
あ
る
。
し
か
し
顕
著
な
特
徴
の
現
れ
る
文
字
で
も
あ
る
。

『
要
文
集
』
の

「院
」
の
字
の

「完
」
の
部
分
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「完
」
の
字
の
ウ
カ
ン
ム
リ

「
ル
」
の
左
側
第
二
画

「′
」
は
必
ず
右
か
ら
左

へ
打
た
れ
て
い
る
。
ま
た

「元
」
の
部
位
に
つ
い
て
は

「
ん
」
の
如
く
ゆ
る
や
か
に
右

へ
流
れ
る
よ
う
に
撥

ね
ら
れ
て
い
る
。

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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こ
れ
に
対
し
、
宗
祖
の

「
ル
」
は

『
立
正
安
国
論
』
等
第
二
画

「ヽ

」
が
左
か
ら
右

へ
打
ち
こ
ま
れ
る
感
じ
で

「
元
」
の
部
位
は
右

側
の
撥
ね
は
じ

っ
か
り
中
心
に
下

っ
て
か
ら
力
強
く
右

へ
向
か
い
止
ま
る
か
、
上

へ
筆
を
向
け
ら
れ
て
い
る
。
「
ん
た
」
で
あ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の

「院
」
を
見
る
と

「
占
」
の
第
二
画

「
ノ
」
は
い
ず
れ
も
右
か
ら
左

へ
打
ち
こ
ま
れ
、
「
元
」
の
部
位
は
撥
ね
が

左
に
寄
り
添
い
右
側
に
流
れ
上
向
き
で
終
る
。
こ
の

「院
」
の
字
は

『
佛
法
博
末
記
』
の
五
例
と
正
に

一
致
し
て
い
る
し
、
『
要
文
集
』

の
文
字
と
酷
似
し
て
い
る
事
が
明
ら
か
で
あ
る
。

Ｄ
　
口
Ш
の
文
字
比
較

（別
表
④
参
照
）

「我
」
の
文
字
は
比
較
的
多
数
が
集
め
ら
れ
た
の
で
様
々
な
ケ
ー
ス
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
。

『
要
文
集
』
の

「我
」
の
第

一
画
の
特
徴
は
左
か
ら
入

っ
て
右

へ
撥
ね
ら
れ
て
い
る
。
左
側

「ヽ
ご

の
部
位
に
注
目
す
る
と
、
上
か

ら
や
や
左
側
に
湾
曲
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
右
側

「や
」
も
特
徴
が
現
れ
て
い
る
。
宗
祖
の

「我
」
は

『
立
正
安
国
論
』
の
如

く
楷
書
の
文
字
で
あ
り
前
者
と
は
差
が
大
き
い
。
『
観
心
本
尊
抄
』
の

「我
」
は
行
書
又
は
草
書
も
認
め
ら
れ
る
が
、
第

一
画
は
素
直

に
右
か
ら
左

へ
払
い
、
縦
の
線
は
垂
直
に
近
く
力
強
い
。
右
半
分
は

「や
」
の
形
が
多
く
、
『
要
文
集
』
の
筆
法
と
は
異
な
る
。
さ
れ

ば
日
法
聖
人
の

「我
」
は
と
見
れ
ば
か
な
り
多
様
で
あ
る
。
細
部
ま
で
見
る
と
第

一
画
の
撥
ね
に
左
か
ら
入
る
例
が
か
な
り
有
る
と
同

時
に
、
縦
の
線
が
左
に
流
れ

「チ
」
の
如
き
例
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。
右
側
の

「々

」
の
部
位
は

『
要
文
集
』
に
近
い
も
の
が
多
い
。

但
し
、
宗
祖
の

『
四
信
五
品
抄
』
の

「我
」
と
日
法
聖
人
の

『
撰
時
抄
下
』
の

「我
」
は

一
見
類
似
す
る
が
第

一
画
の
打
ち
方
が
明
確

に
相
違
す
る
事
、
右

へ
渡
る
線
が
長
い
点
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

一
画
を
左
か
ら
打
込
む
宗
祖
の
書
例
は

『
貞
観
政
要
』
の
文

字
に
見
る
事
が
出
来
る
が
、
右
側
の

「妙
」
の
部
位
が
日
法
聖
人
の
諸
書
と
異
な
り
右

へ
張
り
出
し
日
法
聖
人
の
筆
蹟
に
年
代
の
差
が

あ
る
も
の
の
書
き
癖
は
異
な
る
事
を
念
頭
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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『
佛
法
博
末
記
』
の

「我
」
は
宗
祖
筆
蹟
に
類
例
乏
し
く
、
日
法
聖
人
の

『本
述
相
違
要
文
』
『
後
五
百
歳
合
文
」
の
中
に
類
似
し
た

も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

Ｅ
　
圃
日
の
文
字
比
較

（別
表
⑤
参
照
）

『
要
文
集
』
の

「既
」
の
特
徴
は

「Ｆ
」
の
部
分
に
つ
い
て

「多
」
の
形
、
右
側
の

「兎
」
の
部
分
に
つ
い
て
は

「
ん
」
の
形
。
最

後
の
撥
ね
る
部
分
は
右
に
流
れ
る
。
宗
祖
の
筆
蹟
に
て
は

「貝
」
の
部
分
は

「‘
」
と
打
点
が
は

っ
き
り
独
立
し
て
見
え
る
。
更
に

「
え
」
の
部
分
は
最
後
の
撥
ね
る
部
分
は
垂
直
近
く
力
強
く
下
り
て
か
ら
右

へ
湾
曲
し
上
に
向
か
う
。
『
法
華
取
要
抄
』
の
中
に

「
え
」

の
如
く
止
め
る
も
の
も
あ
る
が

『
貞
観
政
要
』
の
如
く

「力
」
と
勢
い
よ
く
上
が
る
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。

日
法
聖
人
の
筆
蹟
に
て
は
諸
書
ほ
ぼ
同
じ
筆
法
で

「
ん
」
の
如
く
左
に
流
れ
て
か
ら
湾
曲
し
右
、
乃
至
上
に
撥
ね
る
。
「貝
」
の
字

の
上
部
に
打
点
し

「ヽ
フ
」
と
見
え
る
例
が

『
御
法
門
御
聴
書
上
』
『
大
田
抄
』
を
始
め
散
見
さ
れ
る
。

『
佛
法
博
末
記
』
の

「既
」
に
つ
い
て
は
日
法
聖
人
の
諸
書
に
見
え
る
文
字
と
同
様
で
あ
り
、
「
ん
」
の
部
位
は
正
に
特
徴
を
現
し
て

い
る
。
更
に

「
，
」
の
如
く
上
部
に
打
点
が
見
え
る
も
の
が
あ
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

Ｆ
　
囲
Ш
の
文
字
比
較

（別
表
⑥
参
照
）

「作
」
も
よ
く
特
徴
の
見
え
る
文
字
で
あ
る
。
『
要
文
集
』
の

「作
」
は
三
例
あ
る
が
右
の
芳
部
は

「７
」
の
如
く
で
あ
る
。
宗
祖
の

筆
蹟
を
各
御
書
に
見
る
と
何
れ
も
芳
部
は

「午
」
で
あ
り
、
一
西
〔が
平
行
し
接
触
し
な
い
事
が
明
白
で
あ
る
。　
一
方
日
法
聖
人
の
筆
写

本
に
て
全
て
に
特
徴
が
現
れ
、
「
率
」
「
に
」
「子
」
等
々
二
点
が
接
し
て
晩
年
に
至
る
ま
で

一
貫
し
て
こ
の
書
き
癖
を
有
さ
れ
た
事
が

拝
さ
れ
る
。
『
要
文
集
』
の

「作
」
と
正
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

日
法
聖
人
丈
吉
の
研
究

Ｔ
じ
―
光
長
寺
茂

『要
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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Ｇ
　
□
幽
の
文
字
比
較

（別
表
⑦
参
照
）

宗
祖
の

「地
」
の
文
字
は
大
変
力
強
い
。
左
の
偏
の

「土
」
は

『
立
正
安
国
論
』
の
如
く

「よ
」
と
止
め
点
の
見
え
る
例
が
あ
り
、

縦
の
線
が
長
く
、
草
書
に
て
は

『
諌
暁
八
幡
抄
』
の
如
く

「ｔ
」
と
略
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
芳
部
は

「
も
」
の
如
く
第

一
画
が
ほ
ぼ
水

平
に
右
に
出
て
第
二
画
は
垂
直
に
下
り
て
右
に
強
く
直
角
に
近
く
折
れ
上
に
撥
ね
る
。
ま
た
は
右
に
出
て
止
め
る
。
『
顕
戒
論
縁
起
巻

上
』
冨
日
谷
入
道
殿
許
御
書
』
『秀
句
十
勝
抄
』
、
い
づ
れ
も

『
立
正
安
国
論
』
の
筆
法
と
同
じ
で
あ
る
。
『
要
文
集
』
を
見
る
と
、
全
く

趣
き
は
異
な
る
。
偏
は

「ι
」
で
あ
ま
り
特
徴
は
な
い
が
、
芳
部
は
第

一
画
が
右
横
上
方

へ
伸
び
第
二
画
の
縦
線
は
ゆ
る
や
か
に
右

へ

湾
曲
し
て
な
ん
と
な
く
止
ま
る
。
「
定
」
、
こ
れ
は
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

日
法
聖
人
の
諸
筆
写
本
を
見
る
に
、
全
く

『
要
文
集
』
の

「地
」
と
同
然
で
あ
る
。
諸
書
全
般
に
こ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。　
一
目

瞭
然
の
為
多
く
の
説
明
は
要
し
な
い
。　
一
貫
し
た
日
法
聖
人
の
書
き
癖
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
日
法
聖
人
筆
写
本

『撰
時
抄
下
』
『持

戒
無
戒
事
』
『
華
厳
宗
所
立
義
要
文
』
に
土
偏
の

「ム
」
の
如
く
点
の
存
在
す
る
例
が
あ
り

『
要
文
集
』
中
の
⑮
オ

（第
十
五
紙
表
）

の

「
掟
」
の
土
偏
も
確
か
に
点
の
存
在
す
る
例
と
見
え
る
事
は
付
記
し
て
お
き
た
い
。

Ｈ
　
ｍ
Ш
の
文
字
比
較

（別
表
③
参
照
）

『
要
文
集
』
の

「如
」
は
楷
書
に
近
い
も
の
が
多

い
が
、
『
立
正
安
国
論
』
の

「如
」
と
は
趣
き
が
異
な
る
。
『
要
文
集
』
で
④
ウ

（第
四
紙
裏
）
の

「如
」
は
行
書
と
見
え
、
宗
祖
の

『
観
心
本
尊
抄
』
中
の

「如
」
に
近
い
感
じ
は
す
る
。
し
か
し
両
者
の
違
い
は
女

偏
の
部
分
で
あ
る
。
『
要
文
集
』
の

「女
」
は
第

一
画

「ム
」
、
第
二
画

「ノ
」
の
頭
が
ほ
ぼ
並
ん
で
い
る
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

宗
祖
の
女
偏
は
必
ず
第

一
画
が
上
に
伸
び
折
れ
る
位
置
が
低
い
。
第
二
画
は
低
く
段
差
が
認
め
ら
れ

「
北
」

の
如
く
で
あ
る
。
第
二
画
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は
滑
ら
か
で
長
く
伸
び
る
。
行
書
も
草
書
も
同
じ
で
あ
る
。
第
二
画
は
左
か
ら
右
上

へ
毅
然
と
し
て

一
直
線
に
走
る
。

日
法
聖
人
筆
写
本
の
女
偏
は
別
表
の
如
く
第

一
画
と
第
二
画
の
高
さ
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
点
、
ど
の
筆
写
本
も
共
通
で
あ
る
。

ま
た
第

一
画
が
楷
書
で
は
左
か
ら
右

へ
中
間
で
強
く
折
れ
、
そ
の
折
れ
る
部
分
の
近
く
に
第
二
画
が
左
下
か
ら
ゆ
る
や
か
に
上
に
湾
曲

し
な
が
ら
交
じ
り
右
上
に
向
か
う
。

『
要
文
集
』
の

「如
」
は
日
法
聖
人
筆
蹟

『
持
戒
無
戒
抄
』
『
本
述
相
違
要
文
』
『
大
般
湿
槃
経
要
文
』
等
々
と
全
く
同
じ
筆
法
で
あ

る
事
が
証
明
さ
れ
る
。

『
佛
法
博
末
記
』
の

「
如
」
は
正
に
こ
れ
ら
の
日
法
聖
人
筆
写
諸
本
と
同
様

で
あ
る
。
『
要
文
集
』
の

「如
」
と
も
同
様

で
あ
る
。

「
如
」
の
筆
法
は
日
法
聖
人
に
於
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
と
見
え
る
が
女
偏
の
第
三
画
が
第

一
画
の
折
れ
る
部
分
に
当
た
る
点
は
何

れ
も
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。

Ｉ
　
囲
□
の
文
字
比
較

（別
表
⑨
参
照
）

『
要
文
集
』
の
中
に

「年
」
の
文
字
は
三
十
以
上
見
出
せ
る
。
こ
の
文
字
の
特
徴
は
何
点
も
あ
る
が
、
第

一
画
と
第
二
画
の
連
続
性

が

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
第
二
画
に
て
は
筆
は
止
ま
ら
ず
左
に
流
れ
第
二
画
に
続
く
勢
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
大
き
な
特
徴

は
大
多
数
が
中
心
の
縦
の
線

（懸
針
）
が
下
り
て
ゆ
る
や
か
に
左
に
流
れ
る
点
で
あ
る
。
月
ご

で
あ
る
。

宗
祖
の

『
立
正
安
国
論
』
の

「年
」
の
第

一
画
、
第
二
画
は
く

っ
き
り
と
強
く
、
縦
の
線
も
垂
直
に
下
り
筆
を
止
め
乍
ら
左

へ
撥
ね

る
。
『
顕
戒
論
縁
起
巻
上
』
『
観
心
本
尊
抄
』
『
貞
観
政
要
』
等
も
同
然
で
あ
る
。
宗
祖
の

『
四
信
五
品
抄
』
『法
華
取
要
抄
』
『撰
時
抄
』

は
行
書
、
草
書
で
あ
る
が
縦
の

一
線
は
垂
直
で
少
し
も
左
右
に
ゆ
る
が
な
い
。
第

一
画
、
二
画
の
連
続
性
は
あ
る
も
の
の
第
二
画

へ
の

連
続
線
が
見
ら
れ
る
例
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
「妍
」
で
あ
る
。

日
法
聖
人
文
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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一
方
日
法
聖
人
の
筆
写
本
に
て
は

『
御
法
門
御
聴
書
上
』
『
御
法
門
御
聞
書
下
』
に

「年
」
の
文
字
は
多
く
見
出
さ
れ
、
第

一
画
、

二
画
か
ら
第
二
画

へ
の
線
の
連
続
性
あ
る
も
の
が
多
く
、
中
心
線
は
ま

っ
す
ぐ
下
り
ず
左
に
向
か

っ
て
細
く
流
れ
る
。
こ
れ
は

『本
述

相
違
要
文
』
も

『撰
時
抄
下
』
も
同
様
、
『
大
田
抄
』
も
同
様
で
あ
る
。

た
だ
日
法
聖
人
所
持
本
の
中

『
和
漢
朗
詠
集
下
』
の

「年
」
は

一
見
異
質
な
特
徴
に
見
え
る
。
楷
書
で
書
か
れ
る
為
か
中
心
線
も
垂

直
で
左

へ
流
れ
な
い
。
宗
祖
の
楷
書
と
も
合
致
し
な
い
。
こ
の
文
字
の
例
は

『
天
地
三
才
之
巻
』
や
断
簡
で
少
数
例
が
見
ら
れ
る
。
次

に

『
佛
法
博
末
記
』
を
見
る
と
宗
祖
筆
蹟
と
は
異
な
り
、
第

一
画
、
二
画
の
特
徴
、
中
心
線

（懸
針
）
の
特
徴
は
日
法
聖
人
の
書
き
癖

を
正
に
示
し
て
お
り
、
『
要
文
集
』
の
筆
蹟
と
同
然
で
あ
る
。
日
法
聖
人
の
文
字
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｊ
　
日
□
の
文
字
比
較

（別
表
⑩
参
照
）

『
要
文
集
』
の

「非
」
も
特
徴
の
明
ら
か
な
文
字
で
あ
る
。
縦
の
二
線
は
左
が
短
く
や
や
左

へ
曲
り
、
右
が
長
く
垂
直
で
頭
は
並
ぶ
。

左
右
の
三
点
づ

つ
は
右
側
に
於
て
最
終
画
が
上
の
二
点
と
連
続
し
左

へ
流
れ
て
止
ま
る
。
Ｆ
告

で
あ
る
。

宗
祖
の
筆
蹟
に
て
は

『立
正
安
国
論
』
に
て
明
ら
か
な
よ
う
に
縦
の
左
線
が
頭
が
高
く
右
の
縦
線
は
頭
は
低
く
長
か
ら
ず
止
ま
る
。

左
右
の
三
点
づ

つ
は
く

っ
き
り
と
し
て
各
々
の
点
は
離
れ
る
。
三
点
に
連
続
を
見
せ
る

『
観
心
本
尊
抄
』
の
中
の
文
字
例
②
オ

（第
二

紙
表
）
、
⑪
オ

（第
十

一
紙
表
）
「
肝
」
を
見
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
点
は
流
れ
ず
下
に
向
く
事
は
な
い
。
字
形
は
全
体
と
し
て
正
方
形
に
納

ま
る
。

さ
て
日
法
聖
人
の
文
字
例
で

「非
」
の
文
字
を
見
る
と
二
本
の
縦
線
は
左
が
や
や
短
く
右
側
は
垂
直
で
長
い
。
左
右
の
一一苫
〔
２
つ
は

左
右
連
続
す
る
例
が
多
く
、
特
に
右
側
の
三
点
は
連
続
し
て
右

へ
ゆ
る
や
か
に
広
が
り
止
ま
る
。
日
法
聖
人
筆
写
本
の
全
て
に
こ
の
特

徴
が
現
れ
、
『
御
法
門
御
聞
書
下
』
の
⑤
ウ

（第
五
紙
裏
）
、
⑩
ウ

（第
十
九
紙
裏
）
の
例
の
如
く
左
右
の
三
点
は
連
続
し
て

一
線
と
な
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り
左
右
に
開
き
気
味
に
止
ま
る
。
例
外
な
く
文
字
全
体
と
し
て
は
長
方
形
に
納
ま
る
字
形
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は

『
佛
法
侍
末
記
』
に
於
て
も
全
く
同
様
で
あ
り
、
『
要
文
集
』
の
筆
蹟
と
も
同
様
で
明
確
な
日
法
聖
人
の
筆
蹟
の

特
徴
が
確
認
で
き
る
。

Ｋ
　
口
□

□
□
の
文
字
比
較

（別
表
⑪
参
照
）

『
要
文
集
』
の

「
羅
」
は
特
に
注
目
す
べ
き
文
字
で
あ
る
。
類
似
す
る
文
字
の

「羅
」
（
つ
た
）
も
対
象
と
し
た
。
特
徴
的
部
分
は

「糸
」
の
部
分
の
筆
法
で
あ
る
。
糸
偏
の
三
点
の
う
ち
左
外
側
を
長
く
大
き
く
伸
ば
し
て
い
る
。
五
例
の

「
撃
ご

全
て
が
こ
の
特
徴
を

有
す
。

宗
祖
の

「
羅
」
を
見
る
と

『立
正
安
国
論
』
を
は
じ
め

「糸
」
の
部
分
は
三
点
を
ま
と
め
て
左
上
に
撥
ね
上
げ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

「淮
」
と
。
『
観
心
本
尊
抄
』
は
じ
め
諸
御
書
に
て
は
行
書
で

「
ノ
」
の
下
の

一
画
を
左

へ
大
き
く
出
し
て
お
り
右
上
り
が
顕
著
、
草
書

に
て
も
同
様
で
糸
偏
は

一
筋
の
線
に
略
さ
れ
て
い
る
。

日
法
聖
人
筆
写
本
に
て
は

『御
法
門
御
聴
書
上
』
に
既
に

「糸
」
の
部
分
の
左
側

（外
側
）
は
長
く
伸
び

『
御
法
門
御
聞
書
下
』
も

は

っ
き
り
長
く
左

へ
伸
び
て
い
る
。
更
に
同
様
の
特
徴
を
示
す
筆
写
本
は

『
和
漢
朗
詠
集
下
』
の
中
の

一
字
、
『大
般
涅
槃
経
要
文
』

の
多
数
の
例
、
『
事
戒
無
戒
事
』
の
明
確
な
例
が
あ
る
。
同
じ
日
法
聖
人
の
筆
写
本
で

「糸
」
の
左
側
の
点
が
伸
び
た
線
に
な

っ
て
い

な
い
の
は

『
本
述
相
違
要
文
』
の
上
下
、
『
無
益
外
道
行
集
』
『撰
時
抄
下
』
『
華
厳
宗
所
立
義
要
文
』
『
真
言
宗
所
立
義
要
文
』
等
々
で

あ
る
。
『
和
漢
朗
詠
集
下
』
は
殆
ど
が

「
糸
」
の
左
側
の
線
が
出
な
い
中
で

一
例
の

「羅
」
の
字
が
大
き
く
線
を
伸
ば
し
て
い
る
。
同

書
中
他
文
字
で
伸
ば
す
例
も
あ
る
の
で
筆
法
の
過
渡
期
だ

っ
た
為
か
書
写
の
時
、
書
き
癖
が
出
た
も
の
か
興
味
深
い
。

も
う

一
つ
興
味
深
い
の
は

『
佛
法
侍
末
記
』
で
あ
る
。
四
例
字
の

「
羅
」
全
て

「糸
」
の
左
の
線
が
長
く
伸
び
て
い
る
。
こ
れ
は

日
法
聖
人
丈
吉
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
蔵

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
碑
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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『要
文
集
』
の
そ
れ
と
全
く
同
様
の
筆
法
で
あ
り
、
こ
の
文
字
で
は
宗
祖
筆
蹟
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。
宗
祖
が
御
本
尊
ご

染
筆
時

「経
」
の
字
の
糸
偏
を
長
く
伸
ば
さ
れ
る
の
は
衆
知
の
事
で
あ
る
が
、
御
書
の
中
に
て
も

『
秀
句
十
勝
抄
』
冨
日
谷
入
道
殿
許

御
書
』
中
の

「経
」
の
字
は
糸
偏
を
少
々
伸
ば
さ
れ
る
例
は
あ
る
。
し
か
し
伸
び
た
線
は
止
る
。
管
見
で
は
他
の
文
字
に
於
て
糸
偏
を

長
く
伸
ば
し
た
例
は
少
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
日
法
聖
人
に
於
て
は
文
中
糸
偏
を
左
下
に
長
く
伸
ば
す
文
字
例
は
多
い
。
例
え
ば

『
本
述
相
違
要
文
上
下
』
中
の

「経
」
「紡
」
、
『持
戒
無
戒
事
』
の

「経
」
「終
」
、
『
撰
時
抄
下
』
の

「
経
」
、
『
四
信
五
品
抄
』
の

「経
」
、

『
和
漢
朗
詠
集
下
』
の

「維
」
「絃
」
、
『
真
言
宗
所
立
義
要
文
』
の

「
経
」
、
『
大
般
涅
槃
経
要
文
』
の

「経
」
「縁
」
等
々
で
あ
る

（糸

偏
の
文
字
比
較
参
照
）
。

『
要
文
集
』
『佛
法
侍
末
記
』
は
正
に
日
法
聖
人
の

「
羅
」
の
文
字
に
於
け
る
独
特
の
書
き
癖
を
示
し
て
い
る
と
拝
さ
れ
る
。
こ
の
文

字
は
正
に
重
要
な
判
別
の
証
拠
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

糸
偏
の
文
字
比
較
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

・
ウ
＝
一晏
）

同
国
目
国

『
秀
句
十
勝
抄
』
上
巻

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
上
巻

Ｌ手

Ｚ

⑮
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回
国

四

□

『
大
般
湿
槃
経
要
文
』

『持
戒
無
戒
事
』

誓
砦

μ

μ

『
和
漢
朗
詠
集
下
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『本
述
相
違
要
文
上
下
』

『
四
信
五
品
抄
』

μ
ｌ

俸

解

・

“

『
撰
時
抄
下
』

『
佛
法
博
末
記
』

″

麺

〆

Ю
″
Ю
μ

Ю

以
上
検
討
す
べ
き
文
字
の
中
、
Ａ
～
Ｋ
の
十

一
文
字
に
於
て
特
に
注
目
す
べ
き
文
字
と
し
て
各
々
宗
祖
の
筆
蹟
、
日
法
聖
人
の
同
筆

蹟
を
集
め
比
較
検
討
を
試
み
た
。
結
果
は
以
上
に
記
し
た
如
く
両
書

（『要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
し

に
は
日
法
聖
人
独
得
の
筆
法
乃

至
書
き
癖
が
現
れ
て
お
り
、
日
法
聖
人
以
外
の
他
筆
を
考
慮
す
る
必
要
は
無
い
と
分
析
し
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
日
法
聖
人
筆
写
本
の
信
憑
性
も
補
完
さ
れ
日
法
聖
人
御
所
持
本
と
し
て
伝
来
の

一
貫
し
た
文
書
類
と
見
る
事
が
で
き
る
。

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

（三
）
―

光
長
寺
晟

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
着
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て

―

『
真
言
宗
所
立
義
要
文
』
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四
、
『
要
文
集
』
『佛
法
博
来
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来

Ｈ
　
『
要
文
集
』

の
記
述
を
引
用
し
た
日
法
聖
人
文
書

既
に
文
字
比
較
の
部
分
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に

『
要
文
集
』
『佛
法
侍
末
記
』
は
私
見
に
て
は
い
ず
れ
も
日
法
聖
人
の
筆
写
本
と
推

定
さ
れ
、
本
来
の
題
名
は
何
で
あ

っ
た
か
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。

文
字
の
比
較
に
於
て
常
に
引
用
し
た
光
長
寺
文
書
、
日
法
聖
人
御
所
持
本
に

『本
述
相
違
要
文
』
が
あ
る
。
光
長
寺
に
は
日
法
聖
人

筆
写
本
と
し
て
上
下
三
巻
が
伝
承
さ
れ
る
が
、
光
長
寺
宝
物
管
理
委
員
会
の
ラ
ベ
ル
、
上
巻
の
巻
子
本
題
策
に
は

『本
述
相
遠
抄
』
と

あ
る

一
書
に
注
目
し
た
い
。

前
半
部
に
他
の
文
字
よ
り
や
や
大
き
な
文
字
に
て
次
の
記
述
が
あ
る
。

□
□
申
状
云

部
　
　
　
　
□
□
天
王
侍
教
大
師
昔
為
霊
山
之
聴

畔
　
　
　
　
□
　
同。
結．
佛．
乗
之。
芳．
縁．
為。
弘。
円。
宗。

刻
　
　
　
　
共
生
此
国
因
姦
天
皇
卜
都
城
於
叡

融
　
　
　
　
岳。
之．
”

ｏ
両
朝
侍
法
於
万
里
誠
是

紳
　
　
　
　
天
台
智
者
之
再
誕
薬
王
井
之
後
身
也

右
の
文
意
は

「
侍
教
大
師
が
叡
山
に
天
皇
の
都
城
を
守
る
縁
深
く
天
台
大
師
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の
再
誕
な
り
」
と
讃
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
要
文
集
』
の
中
に
同
文
が
見
え
る
事
は
興

味
深
く
重
要
で
あ
る
。

先
ず

『
要
文
集
』
第
八
紙
表
六
行
日
以
下
に
、

者
　
桓
武
天
皇
侍
教
大
師
昔
為
霊
山
之
聴
衆
同
結
佛

□
之
芳
縁
為
弘
円
宗
共
生
此
國
因
弦
　
天
皇
卜
都
城

□
叡
岳
之
坤
大
師
祐
道
場
於
皇
居
之
艮
延
戸
以
末

と
あ
り
、
中
間
を
略
し
て
第
八
紙
裏
の
末
尾
に
、
「雨
朝
」
と
見
え
る
。
更
に
第
七
紙
冒

頭
よ
り
、

口
‐‐
□

是
天
台
□
者
之
再
誕
薬
三
井
之
後

口
‐‐
□

仰
崇
久
為
三
代
之
國
師
願

平
成

の
記
述
が
見
え
る
。
さ
れ
ば
こ
の
文
面
は
正
に

『要
文
集
』
の
記
述
の

一
部
で
あ
り
、
第

八
紙
か
ら
第
七
紙
へ
と
連
続
す
る
事
が
明
白
で
あ
る
。
光
長
寺
本

『要
文
集
』
に
は
錯
簡

が
あ
る
事
は
既
に
知
ら
れ
る
所
だ
が

『本
述
相
違
要
文
』
の
記
述
に
よ
り
て
順
序
が
正
さ

れ
る
の
み
な
ら
ず
重
要
な
の
は

『本
述
相
違
要
文
』
が
日
法
聖
人
の
筆
写
本
で
あ
る
事
か

ら

『要
文
集
』
が
同
じ
く
日
法
聖
人
筆
写
本
で
あ
る
と
す
れ
ば

『要
文
集
』
の
一
部
を
引

用
し
た
部
分
を
有
す
る
事
実
を
踏
ま
え
、
本
来
の
名
称
に
つ
い
て

『本
述
相
違
要
文
』
の

曰
法
聖
人
文
書
の
研
究

Ｔ
じ

―

光
長
寺
蔵

『要
丈
集
』
と

『佛
法
碑
末
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て

―

『要文集』第八紙
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引
用
部
冒
頭
部
分
は
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。
即
ち

「
□
□
申
状
云
」
の
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
日
法
聖
人
が
当
本
の
題
名
を
記
し
た
部
分
で
あ
ろ
う
。
限
定
さ
れ
た
内
容
に
よ
り
欠
け
て
い
る
二
文
字
を
推
定
し

て

『
山
門
申
状
』
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
既
ち
日
法
聖
人
ご
自
身
が

『
要
文
集
』
を

『
山
門
申
状
』
と
称
し

て
い
た
記
録
で
あ
り
証
拠
で
あ
る
と
考
察
す
る
。
惜
じ
む
ら
く
は

「申
状
」
の
上
部
が
欠
損
し
て
お
り
、
「山
門
」
は
推
定
で
き
る
が

「
文
永
六
年
」
の
有
無
ま
で
は
言
及
す
る
事
が
で
き
な
い
。

確
か
に
内
容
は
建
保
三
年
、
叡
山
を
代
表
す
る
三
名
の
僧
侶
が
三
井
園
城
寺
と
の
係
争
に
つ
い
て
朝
廷
に
訴
え
た
文
書
で

「
『叡
山

奏
状
』
の
写
本
た
る

『
山
門
奏
状
』
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
見
解
が
あ
り
、
各
方
面
に
受
容
さ
れ
て
来
た
が
、
文
書
の
内
容

に
対
す
る
文
書
の
名
称
は
妥
当
か
否
か
は
別
と
し
て
、
文
書
を
書
写
し
た
人
物
が
記
録
し
た
名
称
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
題
名
と
す
る
事
が

自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
法
聖
人
が

『山
門
申
状
』
と
こ
の
書
を
称
し
た
記
録
の
確
実
性
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

国
　
『
要
文
集
』

の
真

の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
と
は

『
要
文
集
』
が

『
山
門
奏
状
』
で
あ
り
、
宗
祖
御
真
蹟
、
文
永
六
年
頃
の
成
立
と
す
る
論
拠
に
対
す
る
私
の
見
解
を
論
じ
さ
せ
て
頂

い
た
が
、
同
時
に
文
永
六
年
の
原
本
が
光
長
寺
に
伝
来
し
た
理
由
は
、
「宗
祖
が
激
し
い
法
難
が
予
想
さ
れ
る
為
に
手
元
に
置
け
ず
弟

子
や
信
者
に
預
け
ら
れ
た
」
と
さ
れ
、
聖
人
の
写
本
が
分
散
し
た
形
で
伝
わ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
と
す
る
見
方
に
も
私
論
を
述
べ

さ
せ
て
頂
く
事
と
す
る
。

『
山
門
申
状
』
の
名
称
は
宗
祖
御
遺
文
に
拝
さ
れ
、
当

『
山
門
申
状
』
は
念
佛
宗
に
対
す
る
攻
撃
の
内
容
で
あ
る
。
『
山
門
奏
状
』
の

名
称
も
見
え
る
が
や
は
り

一
向
専
修

へ
の
批
判
で
あ
り
念
佛
宗
の
神
明
に
背
く
不
当
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば

『山
門
申

状
』
『
山
門
奏
状
』
と
は
叡
山
側
か
ら
他
宗
他
山
の
不
当
と
判
断
さ
れ
る
点
を
挙
げ
て
朝
廷
に
訴
え
た
文
書
類
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
多
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種
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
重
要
な
意
味
を
持

つ
の
で
あ
る
。

制

『
山
門
申
状
』
と
書
名
の
見
え
る
他
書
を
見
る
に

『
國
書
紹
目
録
』
に
東
寺
蔵
、
延
文
三
年

（
一
二
五
八
）
の

一
巻
が
あ
る
。
室
町

期
の
写
本
で
あ
る
が
本
文
に
は

「山
門
申
状
云
」
と
七
種
の
項
目
の
各
々
の
冒
頭
に
書
名
が
見
え
る
。
そ
の
奥
書
よ
り
東
寺
密
教
に
対

す
る
山
門
の
攻
撃
が
察
せ
ら
れ
、
ヨ

見
如
状
者
横
言
忘
礼
邪
義
違
法
」
と
断
じ

「若
不
遮
之
者
誰
掃
東
寺
之
佛
法
」
と
こ
れ
を
遮
断

し
な
け
れ
ば
東
寺
の
佛
法
に
帰
す
る
者
が
有
る
だ
ろ
う
か
と
記
さ
れ
て
い
る
。

更
に
東
大
資
料
編
纂
所
に
は

「康
永
四
年
山
門
申
状
」
２

〓
一四
五
）
の
書
名
の
写
本
が
蔵
さ
れ
る
。
端
裏
書
に
明
治
四
十

一
年
六

月
影
写
の
記
録
が
残
さ
れ
原
本
は
破
損
あ
る
も
内
容
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
文
中
に
あ
る
文
面
の
趣
旨
は
山
門
よ
り
禅
宗
天
龍
寺
を
難

ず
る
も
の
で
、

「康
永
四
季
七
月
廿
日
山
門
衆
徒
　
院
参
申
詞
可
早
被
停
止
天
龍
寺
供
養
　
勅
願
儀
井
御
幸
以
下
由
経
　
奏
聞
子
細
事
」

と
見
え
て
い
る
。
「山
門
申
状
」
の
名
称
は
本
文
中
に
は
見
え
な
い
が
、
「
山
門
訴
申
天
龍
寺
供
養
事
」
と
あ
り
、
こ
の
文
書
自
体
を

「
康
永
四
年
山
門
申
状
」
と
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
れ
ば

『
山
門
申
状
』
と
呼
称
さ
れ
る
文
書
の
存
在
は
各
種
様
々
で
あ

っ
た
事
が
拝
さ
れ
る
。

そ
こ
で
今

一
度
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は

『中
山
祐
師
目
録
』
中
の

『
文
永
六
年
山
門
申
状
』

一
巻
の
表
記
で
あ
る
。
こ
の
祐
師

『
本
尊
聖
教
録
』
は
正
中
山
三
世
日
祐
師

（
一
二
九
八
～

一
三
七
四
）
が
康
永
三
年

（
一
三
四
四
）
二
月
八
日
、
同
山
に
格
護
す
る
宗

祖
の
本
尊
、
御
書
、
経
典
、
仏
書
を
詳
細
に
分
類
し
た
目
録
で
、
法
華
経
寺
伝
来
の
重
宝
、
本
妙
寺
重
宝

（
二
世
旦
呂
師
伝
来
）
を
記

録
し
日
祐
師
所
蔵
分
も
加
え
て
中
山
の
当
時
所
蔵
の
重
宝
の
全
容
を
知
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

岡
元
錬
城
氏
は
こ
の
祐
師
目
録
中
の

『
文
永
六
年
山
門
申
状
』
に
関
し
、
「御
書
」
の
分
類
の

一
書
と
し
て

「
日
蓮
遺
文
の
写
本
の

意
で
あ
る
」
と
し
、
璽
日名
に
よ

っ
て
そ
の
内
容
が
窺
え
る
程
度
で
あ
る
」
と
の
解
釈
で
あ
る
。
日
祐
師
が
記
し
た
書
名

「
文
永
六
年

曰
法
聖
人
丈
吉
の
研
究

（二
）
―
光
長
寺
茂

『妥
文
集
」
と

『佛
法
碑
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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山
門
申
状
」
は
身
延
所
蔵
本
三
種
よ
り
日
祐
師
が
写
本
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
推
定
を
立
て
て
い
る
。
更
に
書
名
は
日
祐
師
が
付
し

た
も
の
と
も
宗
祖
の
当
初
の
書
名
と
も
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
祖
が
筆
写
し
た
年
次
の
備
忘
と
し
て
日
祐
師
が

『
文
永
六
年
山
門
申
状
』

と
書
名
化
し
た
と
推
定
さ
れ
る
と
し
て

「書
写
し
た

『
山
門
申
状
』
が
文
永
六
年
に
限
定
さ
れ
る
史
料
で
あ
る
意
味
は
有
し
な
い
と
思

わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
再
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
光
長
寺

へ
の

「
『
山
門
奏
状
』
の
伝
来
を
後
代
に
於
け
る
身
延
か
ら
の
流
出
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
」
と
の
推
測
を
さ
れ
て
い

Ｚつ
。岡

元
氏
の
推
定
に
対
し
紙
数
の
都
合
上
要
点
を
以
て
疑
問
を
呈
さ
せ
て
頂
く
事
と
す
る
。

中
山

『
祐
師
目
録
』
に

「御
書
」
と
し
て
記
さ
れ
る

『文
永
六
年
山
門
申
状
』
は
果
し
て
祐
師
写
本
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
祐
師
が
身

延
に
繁
く
往
来
し
た
事
は
種
々
の
研
究
が
あ
る
が
、
当
本
が
身
延
曽
存
の
奏
状
類
の
写
本
で
あ
る
確
実
な
る
証
拠
は
見
出
さ
れ
な
い
。

中
山
に
当
時
所
蔵
し
た
宗
祖
真
蹟
本
は
多
種
に
上
り
、
宗
祖
直
弟
に
よ
る
写
本
の
活
動
は
多
数
で
あ

っ
た
事
は
事
実
で
あ
る
。
更
に

『
祐
師
目
録
』
の
十
三
の
箱

「御
書
」
に
は
真
蹟
遺
文
と
し
て
現
在
中
山
法
華
経
寺
に
伝
わ

っ
て
い
る
も
の
が
三
点
あ
る
と
の
研
究
が

あ
る
。
現
に
光
長
寺
、
日
春

ｏ
日
法
両
聖
人
が
下
総
中
山
に
於
け
る
書
写
の
記
録
を
は
じ
め
宗
祖
御
書
や
他
の
文
献
を
写
本
さ
れ
た
史

実
は
年
代
を
記
し
た
筆
写
本
に
て
確
実
に
証
明
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

ｎ
　
筆
者
と
書
写
年
代
の
明
ら
か
な
文
書

田
　
『
文
句
疏
記
要
文
』

弘
安
五
年
十
月
十
日
於
下
慈

（総
）
國
書
了

（
一　
一八
二
）

②

『
賞
物
集
』
　

　

　

弘
安
十
年
二
月

一
日
書
了

０
　
『
顕
立
正
意
抄
』
　

一曇
匹

一年
十
月
十
日
書
了

（
一
二
バ
）
四
）

日
春
署
名
花
押

日
春
署
名

日
春
署
名
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囲
　
『
後
五
百
歳
合
文
』

証
抑
江
年
六
月
二
十
六
日
書
写
　
　
　
　
　
　
　
　
日
法
花
押

Ｄ
　
『
撰
時
抄
下
』
　

　

一郭
訥
三
年
八
月
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
□
花
押

Ｄ
　
紙
背
文
書
の
認
め
ら
れ
る
文
書

『
佛
法
博
末
記
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
紙
よ
り
第
十
三
紙
ま
で
　
　
　
紙
背
文
書
あ
り

『
文
句
疏
記
要
文
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

一
紙
、
第
四
紙
～
第
九
紙
　
伊
賀
公
等
　
〃

『
日
本
霊
験
記
』

（『
大
日
本
国
法
華
経
験
記
し
　
　
　
　
第

一
紙
～
第
二
紙
　
日
興

。
時
元
等
　
　
　
″

『
御
法
門
御
聴
書
上
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
十
九
紙
　
日
弁
等
多
数
　
　
　
　
　
　
　
〃

『
御
法
門
御
聞
書
下
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
十

一
紙
、
日
弁

・
日
与
等
　
　
　
　
　
　
〃

『
天
地
人
三
才
之
巻
』
翁
明
文
抄
し
　
　
　
　
　
　
　
　
紙
背
は
永
仁
四
年

（
一
二
九
六
）
具
注
暦

『
四
信
五
品
抄
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

一
紙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紙
背
文
書
あ
り

日
春

。
日
法
両
聖
人
が
写
本
さ
れ
た
年
代
は
弘
安
五
年

（
一
二
八
二
）
か
ら
元
徳
三
年

（
一
三
二

一
）
ま
で
記
録
が
残
り
、
凡
そ
五

十
年
間
に
及
ん
で
い
る
。
更
に
、
数
点
に
は
紙
背
文
書
が
認
め
ら
れ
る
。
紙
背
の
消
息

（書
状
）
は
反
故
紙
と
な
り
写
本
に
使
用
さ
れ

た
と
解
さ
れ
、
消
息
の
宛
先
の
人
物
は

「
伊
賀
公
御
房
」
「
信
乃
公
」
「
と
き
の
入
道
殿
」
等
々
が
確
認
さ
れ
、
「
信
乃
公
御
房
」
宛
に

は
、
南
条
時
光
の
自
署
花
押
が
見
ら
れ
、
「
め
う
れ
ん
」
「
た
ゝ
く
ら
の
し
ら
う
」
等
の
名
前
が
記
さ
れ
る
文
書
も
あ
る
。
こ
の
文
書
は

『
文
句
疏
記
要
文
』
日
春
筆
写
本
の
紙
背
文
書
で
あ
る
事
は
既
に
私
論
を
発
表
さ
せ
て
頂
い
た
。

富
木
常
忍
師
は
千
葉
介
の
執
事
と
い
う
地
位
に
在
り
千
葉
介
に
仕
え
て
そ
の
家
政
に
あ
づ
か

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
は
研
究
者

の
論
稿
が
あ
り
、
常
忍
師
の
手
も
と
に
集
ま

っ
た
文
書
の

一
部
が
あ
る
時
間
を
経
て
破
棄
さ
れ
反
故
紙
と
し
て
宗
祖
や
周
囲
の
人
々
に

日
法
聖
人
文
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『妥
夫
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―

(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)
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提
供
さ
れ
使
用
さ
れ
た
後
、
中
山
法
華
経
寺
に
伝
え
ら
れ
た
と
の
見
解
で
あ
る
。

特
に
光
長
寺
に
は
既
に
述
べ
た
通
り
確
実
な
文
書
が
現
存
じ
日
春
聖
人
が
弘
安
五
年
十
月
十
日
、
『
文
句
疏
記
要
文
』
を
下
総
に
於

て
写
本
し
た
事
が
有
力
な
証
拠
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
年
代
は
記
さ
れ
な
い
が

『
要
文
集
』
即
ち

『
山
門
申
状
』
を
日
法
聖
人
が

「
下
総
中
山
」
に
て
筆
写
さ
れ
た
可
能
性
は
推
定

に
難
く
な
い
。
さ
れ
ば
そ
の
親
本
は
と
言
え
ば
、
『祐
師
目
録
』
に
見
え
る

『文
永
六
年
山
門
申
状
』
そ
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
。

即
ち
、
当
時
祐
師
が

「
御
書
」
の
中
に
そ
の
存
在
を
記
し
て
い
た
の
は

『山
門
申
状
』
の
親
本
そ
の
も
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
宗
祖
真

蹟
の
原
本
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
事
も
可
能
性
と
し
て
重
大
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
日
法
聖
人
が
宗
祖
の
真
蹟
と
見
紛
う
ば
か
り
に
筆
法

を
似
せ
て
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
事
は
座
右
に
御
真
蹟
を
置
い
て
そ
の
書
に
近
づ
こ
う
と
意
図
し
て
書
い
た
為
で
あ
ろ
う

と
推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
文
永
六
年
』
が
何
故
に
付
記
さ
れ
て
い
る
か
の
推
定
例
は
既
に
述
べ
た
が
、
私
見
で
は

『
山
門
申
状
』
と
呼
称
さ
れ
る
文
書
は
何

種
類
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
現
に
御
遺
文
や
東
寺
、
天
龍
寺
等
の
写
本
に
見
る
如
く
叡
山
よ
り
各
宗
派
、
他
山

へ
の
批
判
的
内
容

の
文
書
が
数
種
存
在
し
た
事
が
知
ら
れ
、
此
度
の
山
門
、
寺
門
の
対
立
に
関
す
る

『
山
門
申
状
』
は
文
永
六
年
の
宗
祖
筆
写
と
い
う
限

定
さ
れ
た

『山
門
申
状
』
で
あ
り
、
宗
祖
自
ら
必
要
と
し
て

「
文
永
六
年
」
の
年
号
を
冠
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
も
な
く
ば
中

山
に
存
在
す
る
文
永
六
年
の
宗
祖
の
記
録
が
あ
る
限
定
文
書
と
し
て
子
弟

（祐
師
力
）
が
こ
れ
を
冠
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
日
法
聖
人
筆
写
本
は
他
の
多
く
の
同
師
筆
写
本
と
共
に
自
ら
開
基
し
住
し
た
光
長
寺
に
伝
来
し
た
。
こ
れ
が
真
相
で
あ
ろ
う
と

推
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
注
目
を
し
た
い
の
は

『
撰
時
抄
下
』
の
日
法
聖
人
の
書
写
の
記
録
で
あ
る
。

撰
時
抄
下
巻
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（異
筆
）
建
治
二
年
大
歳
丙
子
七
月
十
五
日

元
徳
三
年
慾
八
月
中

国
□

壽
量
品
代
　
　
　
　
　
　
　
書
篤
畢

此
者
為
五
藤
五
聖
霊
所
奉
書
葛
也
御
後
見

之
貴
禅
垂
二哀
弓
南
無
妙
法
蓮
花
経
卜御
唱

口
□

者
奉
畢
現
富
所
望
候
　
書
師
僧
日
□

（花
押
）

（異
筆
）
今
所
相
博
大
□

（花
押
）

日
法
聖
人
筆
写

『撰
時
抄
下
』
は
元
徳
三
年
即
ち
宗
祖
五
十
回
忌
の
年

（
日
法
聖
人
遷
化
よ
り
十
年
前
）
に
書
写
さ
れ
、
且
、
注
目

す
べ
き
は
加
筆
と
思
わ
れ
る
が
、
建
治
二
年
七
月
十
五
日
の
日
付
が
記
さ
れ
る

写
本
で
あ
る
。
（系
年
は
建
治
元
年
と
さ
れ
て
い
る
）

瑯
　
　
　
こ
の
記
録
は
年
号
と
共
に
明
確
な
写
本
の
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

末
　
　
五
藤
五
聖
霊
の
供
養
の
為
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
世
に
拝
見
の
者
は
功

秘
　
　
徳
を
施
し
御
題
目
を
唱
え
て
大
切
に
当
本
を
奉
護
し
現
営
の
所
願
成
就
を
祈
る

け
　
　
べ
き
と
云
う
意
と
考
え
る
。
「
五
藤
五
聖
霊
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
定
か
で

際
　
　
は
な
い
が
、
光
長
寺
蔵

『
白
表
鰤
』
中
の
延
慶
四
年
辛
亥

（
一
三

一
一
）
二
月

十
五
日
の
棟
礼
の
写
し

「奉
造
立

一
間
四
面
佛
殿
」
の
大
工
左
近
允

の
下
に

＊
禅
は
消
跡
ア
リ

賎
と
脇
書
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「藤
権
守
充
吉
」
「藤
三
良
大
夫
吉
光
」
「
弥
四
郎
影
光
」
「
又
五
郎
吉
守
」
の
名
が
見
え
る
。
施
主

「藤
」

一
族
の
事
を
指
す
の
で
あ
ろ

う
か
。
書
写
の
浄
業
は
光
長
寺
の

一
大
事
業
と
し
て
施
主
が
財
施
で
支
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

所
相
伝
僧
の
花
押
の
上
に
見
え
る

「大
」
の
字
、
花
押
に
重
な
る
字
を

「
輔
」
と
す
る
と
僧
の
名
前
は

「大
輔
」
で
あ
り

「大
輔
阿

闇
梨
日
円
」
と
特
定
で
き
れ
ば
日
法
聖
人
の
弟
子
名
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
法
聖
人
は
こ
の
写
本
を
明
ら
か
に
後
世
光
長
寺
に
伝
来
さ
せ
る
意
志
を
有
さ
れ
て
い
た
事
が
明
白
で
あ
る
。

「
山
門
申
状
』
も
他
の
筆
写
本
も
自
ら
の
研
鑽
、
子
弟
の
教
育
の
為
に
書
写
せ
ら
れ
た
と
拝
さ
れ
る
が
、
同
時
に
門
流
布
教
の
重
要
な

一
翼
を
担
い
つ
つ
、
後
世
に
正
法
を
伝
え
よ
う
と
す
る
日
法
聖
人
の
強
い
ご
意
志
を
表
明
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
付
記
し
て
お
く
と
、
『
要
文
集
』
が
宮
崎
英
修
氏
指
摘
の

「
光
長
寺
蔵

『
念
仏
者
追
放
宣
状
事
」
と
混
同
さ
れ
て
内
容
理
解
も

混
乱
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
岡
元
錬
城
師
の
ご
指
摘
の
件
、
光
長
寺
に

『念
仏
者
追
放
宣
状
事
』
な
る
文
書
は
存
在
せ
ず
、

ご
指
摘
の
通
り
か
も
知
れ
な
い
が
日
向
師
の

『
金
綱
集
』
に
も
載
録
さ
れ
、
「
日
法
写
本
云
々
」
の
文
言
よ
り
、
日
法
聖
人
筆
写

『
御

法
門
御
聞
書
』
の
内
容
が
正
式
に
伝
わ
ら
ず
右
の
書
名
が

一
人
歩
き
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
御
法
門
御
聞
書
』
は
既
に
刊
本
と
し

て
世
に
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
混
乱
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

口
　
『
佛
法
博
末
記
』

の
真

の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
と
は

『
山
門
申
状
』
に
多
く
の
紙
数
を
費
や
し
、
今

『
佛
法
博
末
記
』
に
つ
い
て
は
要
点
の
み
を
挙
げ
て
結
論
に
至
り
た
い
。
既
に
筆
蹟

の
個
々
の
比
較
に
於
て
、
『
佛
法
博
末
記
』
は
宗
祖
御
真
蹟
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
正
に
日
法
聖
人
の
筆
蹟
で
あ
る
と
論
稿
を
進
め
て
来

た
。さ

れ
ば

『
佛
法
博
末
記
』
が
文
永
六
～
七
年
頃
の
宗
祖
御
真
蹟
と
す
る
説
に
対
し
て
、
既
に
当
論
稿
の

「問
題
点
の
所
在
」
の
項
で
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挙
げ
た
点
に
二
、
三
の
私
論
を
述
べ
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

先
ず

「紙
背
の

「
一
代
五
時
図
」
も
宗
祖
御
真
蹟
で
文
永
初
年
の
筆
跡
に
違
い
な
い
」
と
の
中
尾
尭
教
授
の
御
説
で
あ
る
。
次
に
示

す
如
く
文
字
を
比
較
し
て
も
宗
祖
筆
蹟
と
は
大
き
な
差
が
あ
る
の
で
あ
る
。
師
と
仰
ぐ
宗
祖
の
御
真
蹟
を
裏
返
し
て
日
法
聖
人
が
自
ら

写
本
す
る
事
は
あ
り
得
な
い
。
日
法
聖
人
が
写
本
し
た
用
紙
の

一
部
は
用
の
済
ん
だ
消
息
等
の
反
故
紙
で
あ
り
、
宗
祖
の
御
真
蹟
は
格

別
の
重
宝
で
あ

っ
た
事
は
当
時
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
最
も
特
徴
的
な

「為
」
の
文
字
を
紙
背
の

『
四
種
十
二
因
縁
者
』
（所
謂

『
一
代
五
時
図
Ｌ

と

『
立
正
安
国
論
』
に
よ
り
比

較
し
て
例
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

［国
の
文
字
比
較
　
（○
内
数
字
は
丁
数
）

日
囲
日
固
園
曰
日
国
□
円
口
日
口
凹
園
圃

島

毛

島

る

目
目
圏
園
田
日
圏
団

之
②
る
⑥
為
⑥
為
⑥
る
⑥
も
⑥
為
⑦
ら
⑦
る
⑦
ム
⑦

曰
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ

ｌ

光
長
寺
蔵

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
碑
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
名
と
伝
来
に
つ
い
て

―
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為

⑦
為
③
為

③
る
③
残

③
る

⑩
為
⑩
る

⑩
る

⑩
Ｚ

⑩

ス

⑩
あ
⑩
ん
④
為
？
為
④
あ
②
ス
⑬
４
⑮
あ

④
方
④

一る
④
ら
④
あ
④
為
④
名
④
ち
④
あ
④
４
②
落
⑩
広
⑩

あ
⑩
場
⑩
為
⑩
落
⑩
る
①
葛
①
易
①
る
⑫
あ
⑬
あ
⑬

次
に
問
題
と
な
る
の
は

「当
紙
背

（コ

代
五
時
図
Ｌ

は
宗
祖
が
巻
子
本
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
に
書
写
さ
れ
数
年
後
に
冊
子
本
に

仕
立
て
ら
れ
、
『
佛
法
博
末
記
』
が
書
写
さ
れ
日
法
聖
人
に
授
与
さ
れ
た
」
と
す
る
中
尾
教
授
の
御
説
で
あ
る
。

紙
背
文
書
は
継
目
上
に
文
字
は
無
く
、
横
に
引
か
れ
た
線
も
殆
ど
連
続
し
な
い
。
各
紙
の
折
目
で
あ
る
中
央
部
分
に
は
第
十
四
紙
紙

背
以
外
に
ど
の

一
紙
を
見
て
も
文
字
は
無
い
。
巻
子
本
で
あ

っ
た
場
合
、
行
間
が
平
均
的
に
書
き
進
め
ら
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
余
白
部

分
が

一
紙
と
推
定
さ
れ
る
中
央
部
分
毎
に
存
在
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
小
西
徹
龍
教
授
の
論
稿
に

「修
行
者
の
行
法
を
記
し
た
紙

面
を
裏
返
し
て
冊
子
を
造

っ
た
上
で

『
佛
法
侍
末
記
』
や

『
釈
教
録
』
を
書
写
し
た
。
冊
子
本
を
裏
返
し
て
順
序
を
変
え
ず
に
新
た
な

冊
子
本
と
し
た
の
は
改
装
に
携
わ

っ
た
人
物
に
紙
背
と
な
る
文
章
を
も
残
そ
う
と
い
う
気
持
が
あ

っ
た
為
だ
ろ
う
」
と
推
定
さ
れ
て
い

旧
Ｚ
り
。
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冊
子
本
が
改
装
さ
れ
て

『
佛
法
博
末
記
』
が
筆
写
さ
れ
た
の
は
間
違
い
無
い
と
思
わ
れ
る
が
、
論
じ
た
如
く
日
法
聖
人
が
真
の
筆
者

と
し
て
現
実
に
浮
上
し
た
場
合
、
日
法
聖
人
が
そ
の
上
に

『
博
末
記
』
を
筆
写
し
た
用
紙

（紙
背
文
書
）
は
や
は
り
反
故
紙
の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
、
必
要
に
近
い
枚
数
を
成
し
た
十
三
紙
分

（現
在
紙
背
文
書
の
あ
る
部
分
）
は
或
い
は
既
に
正
本

（完
本
）
が
有
り
必
要

度
を
減
じ
た
為
、
新
た
な
筆
写
本
の
用
紙
に
供
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

一

》》‡
寵
・

軒　

一

日
法
聖
人
文
書
の
研
究

Ｔ
ｃ

ｌ

光
長
寺
蔵

『要
丈
集
』
と

『佛
法
博
木
記
』
の
真
の
筆
着
、
題
る
と
な
来
に
つ
い
て

―

中
山
法
華
経
寺

（若
宮
の
富
木
師
）
と
中
老
僧
日
法
聖
人
の
関
連
、
日

弁
聖
人
と
日
法
聖
人
の
関
連
に
よ
り
光
長
寺
に
住
し
た
日
春

。
日
法
両
聖

人
の
真
筆
写
本
が
当
寺
に
伝
存
す
る
事
は
伝
来
経
路
に
つ
い
て
他
の
推
論

よ
り
も
確
実
で
あ
り
信
憑
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
重
大
な
の
は

『
佛
法
侍
末
記
』
の
真
の
題
名
の
問
題
で
あ
る
。

江
戸
期
、
巻
子
本
に
改
装
時
の

「
日
寛
」
と
読
め
る
継
目
黒
印
を
有
す
る

現
在
の
巻
子
本
の
題
察
に

『
佛
法
侍
来
記
』
と
あ
る
為
、
そ
の
呼
称
を
用

い
て
い
る
が
当
本
、
第
二
紙

（内
題
）
に
は

『
日
本
國
佛
法
渡
事
』
と
あ

る
。
明
和

『
霊
宝
拍
』
と
光
長
寺
宝
物
管
理
委
員
会
の
題
名

の
表
記
は

各
々

『
日
本
佛
法
博
来
記
』
と

『
日
本
国
佛
法
渡
次
第
記
』
で
あ
り
少
し

づ

つ
名
称
が
異
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
身
延
山
に
伝
承
さ
れ
る

『
大
聖
人
御
筆
目
録
』
（『意
師
目
録
し

に
は

「
日
本
佛
法
博
末
之
事
」
、

『身
延
山
久
遠
寺
御
霊
賓
記
録
』
（慶
長
八
年

『乾
師
目
録
し

に
は

「
日

本
國
佛
法
渡
次
第
事
」
と
見
え

『
身
延
山
久
遠
寺
蓮
祖
御
真
輸
入
画
之
次

『佛法博来記』紙背文書
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第
』
（慶
長
十
年

『
遠
師
目
録
し

に
は

「
日
本
佛
法
博
末
事
」
と
あ
り
、
「
御
書
井
御
聖
教
目
録
」
翁
筵
師
目
録
し

に
は

「
日
本
佛
法

博
末
次
第
事
」
と
見
え
る
。

し
か
し
、
既
に
私
論
を
述
べ
た
が
最
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
筆
者

（書
写
者
）
が
表
記
し
た
題
名
を
以
て
そ
の
書
の
名

称
と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

当
本
の
第
十
七
紙
は
巻
子
本
に
改
装
の
時
、
巻
末
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る

一
紙
で
あ
る
。
こ
の

一
紙
に
は

「仏
法
渡
次

第
記
　
釈
日
法

（花
押
と

と
あ
る
。
こ
れ
は
本
来
表
紙

（第

一
紙
表
）
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
、
「次
第
」
の
部
分
に
墨
が
付
い
て
お
り
、

後
代
の
墨
色
と
思
わ
れ
る
が
、
当
本
の
現
在
の
第

一
紙
に
浸
み
て
い
る
形
が
似
て
い
る
の
と
同
時
に
左
上
部
分
の
本
紙
欠
損
の
形
状
が

酷
似
し
て
い
る
事
か
ら
、
こ
の

一
紙
は
表
紙
の
下
に
在

っ
た
元
の
第
二
紙
表
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
。
更
に
現
状
第
二
紙
と

の
関
連
性
無
き
内
容
か
ら
或
い
は
表
紙
の
補
強
の
為
の
反
故
紙
で
は
な
か

っ
た
か
と
も
推
定
さ
れ
、
他
の
例
に
て
は
日
法
聖
人
筆
写

『
四
信
五
品
抄
』
の
表
紙
に
は
表
裏
に
自
ら
雑
記
さ
れ
た
文
字
が
見
ら
れ
る
用
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

さ
れ
ば
日
法
聖
人
自
ら
記
し
た
題
名
は

『
仏
法
渡
次
第
記
』
で
、
こ
れ
が
本
来
の
名
称
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
現
状
第
二
紙
に
あ
る

『
日
本
國
佛
法
渡
事
』
は
内
題
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
現
状
の
第

一
紙
も
筆
蹟
よ
り
日
法
聖
人
直
筆

で
あ
り
、
他
筆
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
。

五
、
結
　
び

光
長
寺
蔵

『
要
文
集
』
『
佛
法
侍
末
記
』
の
真
の
筆
者
と
題
名
の
伝
来
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
長
い
年
月
の
間
に
両
書
に
は
様
々

の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
来
た
。
そ
し
て
近
年
、
そ
の
評
価
が
定
着
し
た
か
に
拝
さ
れ
た
が
日
法
聖
人
文
書
の
研
究
の
過
程
で
再
確
認
の
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必
要
性
を
痛
感
す
る
に
至

っ
た
。

『
要
文
集
』
の
筆
者
は

「断
じ
て
日
法
聖
人
に
あ
ら
ず
」
と
強
調
さ
れ
た
稲
田
海
素
氏
説
も
あ
り
、
既
に
過
去
に
筆
蹟
鑑
定
は
行
わ

れ
て
い
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
具
体
的
に
如
何
な
る
比
較
対
照
を
以
て
如
何
な
る
根
拠
を
以
て
結
論
づ
け
ら
れ
た
か
の
文
献
は
拝

見
し
て
い
な
い
。
日
法
聖
人
の
筆
蹟
の
変
化
は
単
純
に
は
捉
え
ら
れ
ず
書
写
さ
れ
た
原
本
に
近
接
し
て
書
か
れ
た
部
分
は
模
写
の
感
す

ら
有
る
。
そ
し
て
筆
法
が
確
立
す
る
ま
で
に
は
相
当
の
年
月
を
要
し
、
変
化
し
て
い
る
と
拝
察
さ
れ
る
。
し
か
し
日
法
聖
人
の
年
代
を

問
わ
ず
独
得
の
筆
法
が
特
定
の
文
字
に
現
れ
る
事
に
注
目
し
た
。

宗
祖
の
筆
蹟
は
自
由
闊
達
、
雄
渾
に
し
て
古
来
の
書
法
の
基
礎
の
上
に
そ
れ
を
昇
華
し
た
独
得
の
迫
力
を
有
し
て
い
る
。
日
法
聖
人

の
筆
蹟
は
律
儀
に
し
て
淳
朴
、
文
字
に
変
化
が
あ
り
書
写
原
本
に
影
響
さ
れ
る
面
が
あ
る
や
に
感
じ
ら
れ
る
。
能
筆
で
あ
る
が
ぎ
ご
ち

な
さ
が
残
る
部
分
や
筆
法
と
言
う
よ
り
書
き
癖
と
思
わ
れ
る
部
分
が
有
り
、
晩
年
の
完
成
さ
れ
た
文
字
に
至

っ
て
安
定
感
が
見
ら
れ
る
。

今
回
の
論
述
は
宗
祖
と
日
法
聖
人
の
文
字
群
の
比
較
に
よ
り
、
『
要
文
集
』
も

『
佛
法
博
末
記
』
も
宗
祖
の
筆
蹟
に
類
似
す
る
部
分

は
あ
る
も
の
の
分
析
の
結
果
、
こ
れ
が
日
法
聖
人
の
筆
蹟
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

部
分
的
に
宗
祖
又
は
日
法
聖
人
の
筆
蹟
が
あ
る
と
す
る
見
解
に
対
し
て
も
今
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
し
て
両
書
の
題
名
に
つ
い
て
も
、
日
法
聖
人
自
ら
が
記
し
た
部
分
が
存
在
し
述
べ
来
た
る
如
く
こ
れ
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
主

張
し
た
い
の
で
あ
る
。
即
ち

『
要
文
集
』
が

『
山
門
申
状
』
で
あ
り

『
佛
法
侍
末
記
』
が

『
仏
法
渡
次
第
記
』
で
あ
る
べ
き
と
考
察
し

た
の
で
あ
る
。

更
に
伝
来
に
つ
い
て
は
光
長
寺
に
格
護
さ
れ
る
日
春

・
日
法
両
聖
人
の
他
の
筆
写
本
に
記
録
が
残
る
よ
う
に
五
十
年
に
亘

っ
て
諸
御

書
、
要
文
が
筆
写
さ
れ
、
布
教
、
教
育
に
資
さ
れ
る
と
共
に
、
日
法
聖
人
に
よ
り
永
く
護
持
供
養
さ
れ
る
べ
き
意
図
ま
で
が
明
示
さ
れ

て
い
る
文
書
が
あ
る
。
従

っ
て

『
山
門
申
状
』
は
宗
祖
の
御
真
蹟
が
日
法
聖
人
の
許
に
避
難
分
散
所
持
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
身
延

日
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『妥
丈
集
』
と

『佛
法
碑
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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山
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
も
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。
同
時
に

『
仏
法
渡
次
第
記
』
も
日
法
聖
人
が
宗
祖
か
ら
直
授
さ
れ
た
も
の
と
は
考

え
難
い
。

今
論
で
は
両
書
と
も
日
法
聖
人
筆
写
本
で
あ
る
と
特
定
し
た
の
で
、
成
立
年
代
は
文
永
で
は
な
く
も

っ
と
後
代
の
も
の
で
あ
る
と
主

張
し
て
置
き
た
い
。
日
春
聖
人
の
弘
安
五
年

（
一
二
八
二
）
十
月
十
日
の
書
写
文
書
が
光
長
寺
蔵
で
書
写
の
年
号
の
見
え
る
最
古
の
も

の
で
あ
り
、
日
法
聖
人
筆
写
本
に
て
は
正
和
五
年

（
一
三

一
六
）
六
月
の

『
後
五
百
歳
合
文
』
が
年
号
が
記
さ
れ
る
初
期
の
も
の
で
あ

る
。
元
徳
三
年

（
一
三
二

一
）
八
月
の

『撰
時
抄
下
』
が
後
期
の
も
の
で
あ
る
。
『
山
門
申
状
』
も

『
仏
法
渡
次
第
記
』
も
筆
蹟
よ
り

見
て

『
後
五
百
歳
合
文
』
よ
り
以
後
、
『
撰
時
抄
下
』
よ
り
以
前
、
特
に
書
き
癖
の
顕
著
な

「
羅
」
の
文
字
の
分
析
に
限
れ
ば
、
『
御
法

門
御
聞
書
』
『
大
般
浬
槃
経
要
文
』
の
年
代
の
筆
法
に
類
似
し
て
い
る
と
見
る
事
が
で
き
る
。
厳
密
に
は
更
に
分
析
を
要
す
る
点
で
は

あ
る
。

八
品
門
流
の
源
流
を
成
す
日
法
聖
人
文
書
の
研
究
に
は
ま
だ
ま
だ
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
。
宗
祖
の
御
遺
志
伝
承
に
力

点
を
置
い
た
草
創
期
の
先
師
の
研
鑽
の
御
事
績
に
誤
解
無
き
よ
う
浅
学
を
顧
み
ず

一
歩
な
り
と
も
史
実
に
近
づ
き
た
い
と
念
ず
る
も
の

で
あ
る
。
『
要
文
集
』
『
佛
法
博
末
記
』
御
研
究
の
先
師
先
学
の
御
著
述
に
学
び
、
諸
賢
各
位
の
ご
教
示
を
乞
い
、
史
料
閲
覧
に
ご
協
力

賜

っ
た
光
長
寺
御
当
局
や
各
方
面
に
感
謝
の
意
を
表
し

つ
つ
欄
筆
致
し
ま
す
。

掌

△
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註
『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』

中
尾
尭
　
日
蓮
宗
新
聞
社
　
平
成
六
年
二
月

　
一
〓
一〇
頁

『
日
蓮
宗
新
聞
』
平
成
五
年
五
月
二
〇
日
　
中
尾
氏
稿

『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』

で
」
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
前
掲

　
一
一
一八
頁

『
古
文
書
研
究
』
第
二
九
号
　
小
西
徹
龍
氏
稿
　
日
本
古
文
書
学
会
編
　
平
成
六
年
　
二全
ハ
頁

『桂
林
學
叢
』
第

一
七
号
　
法
華
宗
教
学
研
究
所
編
　
平
成

一
一
年
　
八
九
頁

『古
文
書
研
究
』
第
三
九
号
　
エハ
九
頁
、
『
桂
林
學
叢
』
第

一
七
号
　
九
五
頁

光
長
寺
什
物
修
復
事
業
の
記
録
に

「修
復
勧
進
之
沙
門
廿
四
世
日
寛

（花
押
）
延
贅
三
乙
卯
九
月
吉
祥
日
」
の
文
字
が
見
え
る
。

『
日
本
佛
教
史
』
第
二
巻
　
中
世
篇
之

一　

第
二
部
　
辻
善
之
助
　
昭
和
三
五
年
　
四

一
頁

『
大
崎
学
報
』
八
九
号
　
昭
和

一
一
年
　
稲
田
海
素

「祖
書
鑽
仰
史
談
」
第
四
回

『
史
学
雑
誌
』
二
八
編
　
第
二
号
　
大
正
六
年
　
姉
崎
正
治

「史
料
と
し
て
の
日
蓮
上
人
遺
文
」

昭
和
定
本

『
日
蓮
聖
人
遺
文
』
第
二
巻
　
一
〓
一九
七
頁

『
桂
林
學
叢
』
第

一
七
号
　
小
西
氏
稿
　
九
六
頁

『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
前
掲
　
一
〓
≡
一頁
　
小
西
氏
説
も
同
ず
る
が

「
但
第

一
紙
に
表
装
さ
れ
て
い
る
部
分
の
筆
者
に
つ
い
て
は

日
春

ｏ
日
法
聖
人
の
筆
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
は
不
明
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

『
桂
林
學
叢
』
第

一
七
号
　
九
五
頁

『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
前
掲
　
一
〓
一七
頁

『
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
』
第
二
巻
　
『
金
吾
殿
御
返
事
』
考
補
遺
国
―
光
長
寺
蔵

「山
門
奏
状
」
公
開
に
縁
し
て
―
　
岡
元
錬
城

曰
法
聖
人
丈
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
茂

『要
丈
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―

l151 (141     1131 (121 (11) (llll (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)
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山
喜
房
　
平
成
八
年
　
二全
ハ
五
頁

前
掲
書
　
エハ
七
七
頁

前
掲
書
　
エハ
七
七
頁

前
掲
書
　
エハ
八
六
頁

前
掲
書
　
エハ
八
七
頁

『
日
蓮
聖
人
御
霊
蹟
』
所
収

「
日
蓮
聖
人
の
生
涯
と
宗
教
」

宮
崎
英
修
監
修
　
講
談
社

　
一
九
八

一
年

『
棲
神
』
第
五
五
号

「朝
師
御
書
見
間
の

一
考
察
」

中
條
暁
秀
　
昭
和
五
八
年
　
一二
一
、
三
四
頁

『
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
』
第
二
巻
　
エハ
八
七
頁

『
日
蓮
宗
事
典
』

日
蓮
宗
宗
務
院
　
昭
和
五
六
年
　
四
九
六
頁

『
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
』
第
二
巻
　
エハ
八
七
頁

『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
前
掲

　
一
〓
一〇
頁

『
桂
林
學
叢
』
第

一
五
号
　
「
日
法
聖
人
文
書
の
研
究

（
一
と

拙
稿
　
平
成
六
年

　
一
〓
一五
～

一
五
〇
頁

『
立
正
安
国
論
』

第
二
四
紙
は
慶
長
六
年
中
山
十
四
世
日
通
師
の
模
写
で
あ
る
。
『
顕
戒
論
縁
起
』
巻
上
の
七
丁
裏

「
一
葉
末
」

～

一
〇
丁
裏

「未
了
心
源
」
、　
一
四
丁
表

「
最
澄
閣
梨
」
～

一
六
丁
表

「未
原
昔
天
竺
」
、　
一
九
丁
裏

「
治
部
省
」
、
二
〇
丁
表

「右
僧
就
」
～
二
五
丁
表
巻
末
ま
で
他
筆
。

『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』

日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
法
蔵
館
編
集
部
編
　
立
正
安
国
会
蔵
版
　
法
蔵
館
　
昭
和
五
二
年

『古
文
書
研
究
』
第
二
九
号
　
エハ
七
頁

『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
前
掲

　
一
一
一九
～

一
三
〇
頁
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前
掲
書

　

一
〓
〓
一頁

『定
遺
』

第
二
巻

「念
佛
者
令
追
放
宣
旨
御
教
書
集
列
五
篇
勘
文
状
」

一
〓
一七

一
頁

『
定
遺
』

第
三
巻
　
一
〓
〓
ハ
○
～
三
二
六

一
頁

『
國
書
線
目
録
』
第
二
巻
　
山石
波
書
店
　
昭
和
五
二
年
　
八
六
四
頁

『
山
門
申
状
』

南
北
朝
時
代
延
文
三
年
富
　
巻
子
本
　
格
紙
　
縦
二
七

・
七
、
横

一
一
九
二

ｏ
二
、
三
二
紙
　
一思
都

。
東
寺
関
連

資
料
参
照
は
本
能
寺
執
事
長
桃
井
晋
城
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。

『
康
永
四
年
山
門
申
状
』

東
京
上
野
帝
國
国
書
館
所
蔵
　
明
治
四

一
年
六
月
影
篤
了
　
「
告
申
　
衆
徒
御
中
　
天
龍
寺
急
速
可
有

破
却
事
」
よ
り
文
面
は
始
ま
る
。

『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』

一
巻
　
四

一
七
頁
　
『定
遺
』
第
二
巻
　
一
一七
二
九
頁

『
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
』
第
二
巻
　
エハ
七
〇
頁
　
『
日
蓮
聖
人
研
究
』
第
二
巻
　
一
一八
三
頁
　
山
川
智
應
氏
は
こ
れ
ら
を

「祐
師
又

は
そ
の
前
代
の
日
高
師
の
時
に
博
写
せ
じ
め
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。

『
大
聖
人
御
筆
目
録
』
（身
延
意
師
目
録
）

『
定
遺
』
第
二
巻
　
一
一七
四
三
頁

①
寺
門
戒
壇
望
山
門
停
止
之
奏
状

一
巻

②
山
門
之
雨
門
跡
没
収
之
訴
訟
之
奏
状

一
巻

③
山
門
之
奏
状

一
巻

『
日
蓮
聖
人
遺
文
研
究
』
第
二
巻
　
エハ
七
三
頁

前
掲
書
　
エハ
七
六
頁

『
日
蓮
宗
の
成
立
と
展
開
』

中
尾
尭
　
士
口
川
弘
文
館
　
昭
和
四
八
年

　
一
〓
一七
頁

曰
法
聖
人
文
書
の
研
究

Ｔ
ｃ
ｌ
光
長
寺
晟

『妥
夫
集
』
と

『佛
法
樽
木
記
』
の
真
の
筆
者
、
題
る
と
伝
来
に
つ
い
て
―
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『
桂
林
學
叢
』
第

一
六
号
　
『
明
文
抄
』
に
関
す
る
小
西
氏
論
稿
、

『
永
仁
四
年
具
注
暦
』
に
関
す
る
太
田
晴
道
氏
論
稿
あ
り
。

『
桂
林
學
叢
』
第

一
七
号
　
拙
稿

「
日
春
聖
人
文
書
の
研
究

（
一
と
　
一
一〇
六
頁

署
名
花
押
は
本
紙
の
破
損
が
あ
る
が
、
本
文
文
字
は
日
法
聖
人
と
判
ぜ
ら
れ
る
。
『
近
世
日
蓮
宗
出
版
史
研
究
』
の
著
者
冠
賢

一

氏
は

「奥
書
の
花
押
は
日
法
の
花
押
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る

（同
書
二
九
七
頁
）
が
、
花
押
は
巻
子
本
に
改
装
時
裏
返
し
に
さ
れ

た
可
能
性
が
強
い
。
「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
文
字
比
較
の
為
　
『
後
五
百
歳
合
文
』
の
末
尾
部
分
を
写
真
図
示
。

『
白
表
紙
』
は
江
戸
中
期
光
長
寺
古
記
録
集
で
、
光
長
寺
佛
殿
最
古
棟
札
の
写
し
記
事
は
冒
頭
に
記
さ
れ
る
。

『
ご
真
蹟
に
ふ
れ
る
』
前
掲
　
一
三
一六
～

一
三
七
頁

『桂
林
學
叢
』
第

一
七
号
　
小
西
氏
稿
　
九
四
頁

『後五百歳合文』末尾

『撲時抄下巻』末尾
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別
表
①
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

。
ウ
上
晏
）

Ａ　
一囲
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

『要
文
集
』

塔
Ю
斗
Ю
井
Ю

『
佛
法
博
末
記
』

裏

Ю
姜

Ю

斗

Ю

４

Ю

井

Ю

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

井

①
井

⑮
井

②

ル

⑬
募

①
碁

⑫

募
⑬
十

非

『
顕
戒
論
縁
起
巻
上
』

オ⑪

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

歩
つ
４
つ
募
Ю
二
麺
あ
麺

『御
法
門
御
聞
書
下
』

二
Ю

『本
述
相
違
要
文
上
』

め

蓄

斗
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『
観
心
本
尊
抄
』

メ
⑩
非喜券メニ

ふ 喜小 羞
⑩    ④

『
四
信
五
品
抄
』

『
秀
句
十
勝
抄
』

中
巻
　
　
　
　
中
巻

井
④
歩
⑧

中
巻
　
　
　
　
下
巻

歩
⑬
募
⑬

Ю
Ｆ
ル

Ю

道
殿
許
御
書
』

募

④

率

⑭
中
巻

摯

⑬

『本
述
相
違
要
文
下
』

『和
漢
朗
詠
集
下
』

杏 u冬 薄
抄      抄L   オ②  下
井

巧

基

『
四
信
五
品
抄
』

ネ

お

纂
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『
貞
観
政
要
』
北
山
本

斗

⑦
手
⑨

斗

⑬

非
⑬
斗

⑮
小

⑩

非
④
歩
⑩

井

⑬
ル

⑬
オ
①

芽

②
『
天
地
三
才
之

キ ネ ル ネ 曇
戒
事

ル 島

斗 斗 ぶ 直 あ

キ

蒻

募

『
後
五
百
歳
合
文
』

44斗

44
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別
表
②
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

・
ウ
上
異
）

Ｂ　
一固
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

『
要
文
集
』

そ
つ
モ
Ю

奮７
£
宦
Ю

≡
つ
こ
つ

=層
ウ⑩  末

言己

宗

祖

筆

蹟

『
立
正
安
国
論
』

そ
ウ⑤

毛
⑫
七
⑭
そ
⑩

そ
⑩
蕉
⑬

『
顕
戒
論
縁
起
巻
上
』

多ｆい
っ

『観
心
本
尊
抄
』

毛
Ю
着
Ю

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

夕

？
夕

つ
色

麺

壼

地

核

麺聞圭
下・夕

麺

ゑヽ

⑭

π
オ⑮

ゑ
オ⑮

渉毒

Ｐ
ｉ

爾

二
思

つ

含

つ

ュ
ゑ

Ю

ゑ
オ⑨

島443
多
Ю
ゑ
Ю
壼
Ю
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毛
⑩
像
麺

そ
つ
そ
っ

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』

上
巻
　
　
　
　
上
巻

そ
④
毛
⑮

を
⑩

『
四
信
五
品
抄
』

上
巻
そ

②

を
③
七
③
る
⑥

各
⑩

之
ウ⑪

電

オ⑫

也 亀
ウ⑫    ウ⑪

『本
述
相
違
要
文
上
』

二

乏

多

二

豊

『本
述
相
違
要
文
下
』

圭

二

去

二

薇

ュニ

去

『
撰
時
抄
下
』

言
っ
曇

Ю
そ
っ
雀
Ю

『
四
信
五
品
抄
』

夕

後

夕

を

多

多

壼

念

ゑ
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各
⑩
ぞ
④

４
④
そ
②

色
③
毛
④

そ
④
色
⑫

た
⑮
亀
⑭

『撰時抄』四巻

毛

⑭

色

④

色

⑬
こ そ
⑫    ⑮

ルゑ

み

ふゑ

多

魚

像

念

ル薫

夕ヽ

を

を

曇三

五士鳳

ユ落

止
ニ
　
ユニ思

二懇

ルタ 後

修念 を 二
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『
和
漢
朗
詠
集
下
』

を
『
大
田
抄
』

『大
般
浬
槃
経
要
文
』

≡

青

『真
言
宗
所
立
義
要
文
』

夕

を

を

乞

『無
益
外
道
行
集
』
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陽 秘 滋ん ル
光
長
寺

二
文
書
筆
蹟

『要
文
集
』

別
表
③
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

・
ウ
⊥
晏
）

Ｃ　
一Ⅲ
］
の文
字
比
較

脇 ん ん
ウ⑤    ウ③    ォ③

Ю
″
脇
Ю

ん
オ①

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

“
⑫
静
⑩
眈
⑩

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
下
巻

え
⑤
え
③

『貞
観
政
要
』
北
山
本

陽

⑭

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聞
書
下
』

誌

Ю
屹

Ю
沈

Ю
挽

Ю

『持
戒
無
戒
事
』

『撰
時
抄
下
』

に
つ
腕
Ю

“

オ⑪

晩
ウ⑮

-192-



力

Ю

覧

Ю

あ

つ
え
つ
れ
知

あ

つ

『佛
法
博
末
記
』

厖

麺

協

Ю

Й

麺

此 ん 脆
ウ⑩    オ⑨    オ⑨

屹

Ю

滋

Ю
『強
仁
状
御
返
事
』

ん

⑤

『
四
信
五
品
抄
』

魔
『
撰
時
抄
』

三
巻
　
　
　
　
四
巻

屹

⑭
に

⑨

″

⑮
に

⑮
r馨

ち It§ 湾冒
才      L      詠
之             集
巻             下

-193-



別
表
④
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

・
ウ
＝
裏
）

Ｄ　
一問
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

『要
文
集
』

費
Ю
食
Ю

我

Ю

択

地
イ 若
ウ⑫    ウ⑨

脅
Ю
脅
Ю

欲

Ю

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

代
③
熱
③
究
④

れ
⑤
乳
⑥
載
③

■
⑩
代
⑩
為
⑩

礼
⑪
代
⑪
北
①

載
⑪
費
⑭
質
④

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

賀
Ю
み
麺

『
御
法
門
御
聞
書
下
』

着
②
（
②
夕
Ю

錢

Ю
今
Ю
翡
麺

錫

地

教

わ
錢

Ю
貧

麺

勿
ウ④

場 タ
ウ⑬   オ⑤

争 食
オ⑤    オ④

繊 カ ウ
ウ⑩    オ⑤    ウ④

奮
オ④

な
オ⑩

-194-



『
佛
法
博
末
記
』

″

Ю
夕

つ

賀

麺
脅

麺

費
④
武
②
雀
④

翁
④
究
④
角
④

省

⑩
名

⑩
貧

⑩

雀
⑩
″
⑬
貧
⑮

貧

⑩

『
顕
戒
論
縁
起
巻
上
』

多
馬

缶
Ю
ケ
Ю
奮
Ю

繊 錢 妙

々

力

各

凡

残

叙

々

欲

『本
述
相
違
要
文
下
』

『本
述
相
違
要
文
上
』

教 な力

牧 薇

費

物

ウ

多

少

勿

タ

九 ル

分 袈

み ら な



多
Ю
多 猟` 今
ウ⑭    ウ⑫    オ⑫

争 奮 介
ウ⑮    オ⑬    ウ⑫

行
ウ⑨

脅 多
ウ⑨    ウ⑨

多 み
ウ⑨    ウ⑨

多
地

後

麺

多
Ю
多
ウ⑨

各

ウ⑨

脅

ウ⑨

ウ⑤

奮

ウ⑥

奪
ウ⑨

脅
ウ④

多

オ⑤

倉
Ю

繊

を

夕

心

飲

『
撰
時
抄
下
』

な

な
つ
織
麺

薇
麺

『
四
信
五
品
抄
』

身 叙

盈

教

八

『後
五
百
歳
合
文
』

質

々

乖

竣

々

雀
オ⑮

牧
ウ④

額
ウ④

負
ウ②

表
オ④

歌
オ③

-196-



力
嘲
傘
Ю

往
⑤狡
⑩

蛮
④
貧
④

下
巻
　
　
　
　
下
巻

ゼ

⑦
各

⑭

『
四
信
五
品
抄
』

質
⑥
？
⑥
彿
⑨

変

⑩
々
⑪

ヽ
⑩

下
巻

ａ

⑦

『華
厳
宗
所
立
義
要
文
』

翡

″

『和
漢
朗
詠
集
下
』

ぺ

夜

ヘ

ヘ

盆

な

ベ

『大
田
抄
』

多

分

々

η

鍛

珍

力

な

密

『
持
戒
無
戒
事
』

六

裁

-197-



力
⑦
砂
⑩
宥
⑭

『
秀
句
十
勝
抄
』

中
巻
　
　
　
　
中
巻
　
　
　
　
中
巻

象

③
々

⑦
変

⑦

下
巻
　
　
　
　
下
巻

夕
①
夕
⑫

『法
華
取
要
抄
』

多
⑦
ヤ
⑦

多
④
イ

タ
⑩

各
⑫
多
⑬

『
撰
時
抄
』

一
巻

　

　

　

一
巻

二
巻午
⑬

『
大
般
湿
槃
経
要
文
』

ａ

ｔ

ｔ

へ

残

残

代

乳

え

ヘ

札

猟

『真
言
宗
所
立
義
要
文
』

教

な

表

な

義

『
無
益
外
道
行
集
』

久

久

へ

傘

-198-



別
表
⑤
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

。
ウ
⊥
晏
）

Ｅ　
一Ｍ
］
の文
字
比
較 弧
⑫
夕
⑫
裂
⑬

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

『
天
地
三
才
之
巻
』

薇

裁

賓

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

亀

麺

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

『要
文
集
』

′れ
つ
耽
Ю

缶

⑩

四
巻

夕

⑭

『
諌
暁
八
幡
抄
』

絶

①
降

④
九

⑬

多

⑮
争
①

四
巻
を
⑩

-199-



之
ウ③

れ λ 乱 ん
ウ⑮    ウ⑭    ウ⑫    ゥ③

孔
Ю

％

Ю

れ

知
た
つ

『佛
法
博
末
記
』

競

Ю
％

徊

・場
ず
み
麺

％

つ
あ

つ

施
⑩
拠
⑩
れ
⑪

『観
心
本
尊
抄
』

れ
つ
れ
つ

確
Ю

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』

上
巻
　
　
　
　
上
巻
　
　
　
　
下
巻

絶
⑦
え
⑬
絶
⑥

下
巻
　
　
　
　
下
巻

亀
⑪
亀
⑬

『
撰
時
抄
』
三
巻

陶

⑨

あ
オ⑩

ち ら 為 層屯
遅

佑 亀 亀 [託

毛

亀

亀

あ

れ

耽

Ю
乳

麺

『本
述
相
違
要
文
上
』

『御
法
門
御
聞
書
下
』

免 あ 花

％%亀

-200-

亀 あ



ルぉら
ウ⑬   オ⑫

Z斃
ウ⑭    ウ⑫

れ
⑦
静
③
”
③

Ｚ
⑬
ん
⑩

『
秀
句
十
勝
抄
』

中
巻
　
　
　
　
中
巻

先

⑮
乳

⑫
え

⑤
ぬ
④
疏
④

『法
華
取
要
抄
』

『貞
観
政
要
』
北
山
本

れ
⑦
れ
⑫

鍋
④
亀
④

偽
⑬
ら
⑬
絶
①

下

巻

『
大
般
涅
槃
経
要
文
』

亀

％

勉

『
華
厳
宗
所
立
義
要
文
』

勇

記

％

『
大
田
抄
』

乾

た

乾

託
つ
れ
つ
た
つ

『
天
地
三
才
之
巻
』

託

-201-



瑞
龍
寺
本
陥

③

別
表
⑥
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

。
ウ
＝
裏
）

Ｆ　
一閣
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

宗

祖

筆

蹟

『
要
文
集
』

婢

Ю
雑

Ю

芥

Ю

絶
⑩

等

⑮

『立
正
安
国
論
』

牛
②
拝
⑥
年
⑨

作

⑩
存
⑫
年
⑭

ｆ
④
浮
④

わ
⑬
ん

④
瑞
龍
寺
本
拓

②

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

薇
つ
４
麺
４
綱

年

⑩

サ

Ю
作

つ
-202-



『
顕
戒
論
縁
起
巻
上
』

悸

Ю

静

Ю

『
観
心
本
尊
抄
』

作
り
作
地
存
Ю

作

麺

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』

上
巻
　
　
　
　
下
巻

年
⑮
奮
④
年
⑩

『
四
信
五
品
抄
』

件

tT
ウ⑪

『
御
法
門
御
聞
書
下
』

悴
Ю
体
Ю
像
Ю
豫
Ю
体
地

薇
Ю
薇
あ
隼
Ю
修
Ю
隼
Ю

４
つ
諄
麺
確
Ю
静
Ю
悴
Ю

隼
⑮
４

麺
悼
Ю
年
期
碑
Ю

稚
Ю
稚
Ю
薇
Ю
化
つ
４
つ

Ю
μ
性
丁
麺

Ю
″
け

つ

Ю
隼
つ
４
つ

111 41

lrL ィ箕
オ⑩

-203-



」[馨『⑪    イう=喜 4午寒景L              l年   
イ争 冨

③ ⑦ 勝 ⑮       
政

⑫

ィτ                           

要

作 寒

≧

⑫   4fJ I⑪ ⑫

4聾 イf

梓 E  lれ  4γ
L 『

品   オ⑬   ウ④  下量
  4仁

L

ウ⑬

作

肇

４

４

率
殉
作
つ

『
本
述
相
違
要
文
上
』

１４『本
述
相
違
要
文
下
』

稚       frt
オ④

-204-



『後
五
百
歳
合
文
』

れイ『華
厳
宗
所
立
義
要
文
』

４

４

年

４

作

無

　

年

　

年

ｌ
メ
ー

『
和
漢
朗
詠
集
下
』

作

隼

件

作

“

碑

静

作

隼

『
大
田
抄
』

ｉ

　
ｌ

　
れ

-205-



『持
戒
無
戒
事
』■

ト
ｒ
■
７

『真
言
宗
所
立
義
要
文
』

11こ 4γ  イ箕
『
大
般
浬
槃
経
要
文
』

薇

作

蕉

作

薇

準

薇

４

４

率

４

樵

作

イ

11 71

lγ11に

う氣rlt

1年

-206-



別
表
⑦
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

。
ウ
＝
裏
）

『
無
益
外
道
行
集
』

軍

　
手

ｆ

　
　
イ

『
天
地
三
才
之
巻
』

体

作

軍

　

槙

イ

　

　

イ

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

Ｇ　
一Ⅲ
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

火ノ要
集

ウ③  L

ん
オ⑩

た
①
た
①
拠
②

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

4f 1lL

た
り
ｔ
麺
４
つ
Ｔ

ダ
Ю

イ筆
・Ъ

ト

イ

-207-



た だ
ウ①    オ⑮

ん
ウ⑮

え た
オ⑮    オ⑫

た だ
オ⑮    オ⑮

井
麺
人
Ю

た
④
た
④
Ｌ
④

⑤
ん
⑤
沌
⑦

③
瀑
⑧
れ
③

①
お
⑩
に
⑮

⑩
肥
⑮
品
⑮

⑮
れ
⑫
几
⑫

⑬
掲
⑭
拓
⑭

拠 掲 把 掲 れ た

要

件 董

た
　
ん

だ

た

Ｉ

輩

ん

『
本
述
相
違
要
文
下
』

本
述
相
違

κ κ
オ④    ウ⑮

化 電
オ④    オ⑬

κ
オ⑬

た
ウ⑬

化
オ④

-208-

た

つ
た
れ
た

地
ん

⑮
ん

麺

『
御
法
門
御
聞
書
下
』

4
オ⑮



た 冒卸
ウ③  尊   オ①

ね
Ю
掲
Ю

お 絆
≧

ウ⑩   オ④

た み
ウ⑫   オ④

ニ
タ
浄
先

オ⑬

厚

覧

れ

つ

批 贅 え 景
下

三 孔 掟

翼 μ 舛

〆 え

た ん

ん だ
『大
般
湿
槃
経
要
文
』

協

ル

通

ｔ

ｔ

ユ 把 ん 仁 t
に 光 た



お
⑭
た
①
烙
⑬

把
⑩
た
④
お
④

崎
②
爆
⑮

昇卜 た ん 多 か
道   ウ⑩    オ⑩    オ⑮    オ⑮    ウ⑬

拶たが 力 多わ
基
たた し わ た
ウ⑭    ウ⑮    オ⑩    オ⑮    オ⑭

κ
　
た

『真言宗所立義要文』

た
　
た

だ

彙

κκκκ 掟

ん え

κ

だκκ『

“

ぢ κ

`代代 代
-210-



『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
下
巻

掲
⑭
爆
⑬

『
撰
時
抄
』

二
巻
拠

④

『
法
華
取
要
抄
』

鯉寒お聾

泌
⑫
爆
⑫
れ
⑬

二
巻
　
　
　
　
四
巻

争

Ｊ
⑩

メ
⑮
れ
⑩
ん
⑫

『
秀
句
十
勝
抄
』

上
巻
　
　
　
　
上
巻

旭
⑨
処
⑨

拠
①
鳳
⑩

だ
　
κ

に

た

『
無
益
外
道
行
集
』

ん た
『持
戒
無

『
華
厳
宗
所
立
義
要
文
』

ん
　
た
　
ん

代

だ 尺

掟

だ

た

ん

戒      歳
事      合L  
づパし と

た

-211-

火た



拓
⑬
嗣
①

処
①

『
貞
観
政
要
』

瑞
龍
寺
本掲

『諌
暁
八
幡
抄
』

μ
⑬
ル
⑬
た
⑬

ル

⑬
ル

⑬
下
巻毎
①

わ業

え た た

ん た

ん 外

漁L ブ亀

ん た

『
天
地
三
才
之
巻
』

-212-



別
表
③
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

・
ウ
＝
裏
）

Ｈ　
一Ⅲ
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

『要
文
集
』

斗
Ю
力
Ю

カ ル ル
オ⑨    ウ⑥    オ⑤

ル カ ル ル ル
オ⑩    ウ⑥    オ⑤    ウ④    オ②

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

ル

①
力

③

夕
⑤
力

⑤

夕

③
夕
①

力

⑦
力
⑪

夕

⑮
夕

④

枠

⑦
や
③
夕
⑪
夕
⑩

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

ル
Ю
ふ
Ю
↓
Ю

『御
法
門
御
聞
書
下
』

準

地
ψ

Ю

『本
述
相
違
要
文
上
』

ル
　
ルψ

ル
ウ④

島 群

妙
ウ⑭

群

-213-



以′力や Eル メレ メン
オ⑩    ウ③ 末   ウ⑬ オ⑩    オ⑩

言己

ル タ
L静

メし ル
ウ⑮    ウ③ オ⑭ オ⑬    オ⑩

オ⑮

か

⑩
夕
⑩
力
⑬

力
Ю
キ

ル

つ

か

『
観
心
本
尊
抄
』

ル

Ю
ル

歩

Ю
ク

ル

Ю
ル

タ

Ю
ル

ウ⑩    オ⑥

‐
オ⑬

ル ル ル ル
ウ③    ウ⑤    オ③    オ②

力 装
缶

戒
事

オ

々

イ知

ル

ル  直

オ し

不日
漢
朗
詠
集

ル カ ル

々 ψ ウ

ル ″

タ ル

『本
述
相
違
要
文
下
』

『
無
益
外
道
行
集
』

-214-

ル  イロ



道
殿
許
御
書
』

上
巻

⑥

ル

①

上
巻

⑮

力

⑭

上
巻

⑩

Ｌ
″

⑩

上
巻

②

　

為
ダ
　
⑬

力 暮夕 讐力 著夕 羞昇 ル ″
ル

オ⑮   オ⑫   オ⑨

渉 ル
オ⑫    ウ⑩

タ ル
オ⑬    オ⑪

夕 喜か 者歩 羞力 羞

掏 雰ル ル 奮
オ②  下

Ⅲ
ウ⑬

小
ウ⑬

タ  ル

/ト

槃
経

重ル

光

議  ′々フ
所
立

露ルル 小

ル カ

ル ル

な 浄

-215-

か れ



下
巻
　
　
　
　
下
巻
　
　
　
　
下
巻

少

①
力

⑬
力

⑬

⑦
」″″
③

ン
③
■

夕
②

『
四
信
五
品
抄
』

み

⑤
ル
③
ル
⑨

力

⑨
か

⑨

事
力

雰
要     ③   L
抄        三L 

ル

巻

ル 言力 讐
所
立

々 露

ル

ル

タ
　
ル

ル
　
凛

歳
合
文
』

ψ

″

ル

矛



『貞
観
政
要
』
北
山
本

ル寒ル寒″塞か必
勝
抄
』

中
巻

⑨

　

島
″
　
⑩

中
巻

⑩

・
″

⑬

中
巻
ヒ

⑭

■

⑭

中
巻

た

。　　ｎＪ　⑮
力

⑩

斗

⑭

ル

⑮

力

①

れ

⑫
か

⑩
力

⑮

ル
⑫
″
⑬

『無
益
外
道
行
集
』

『
天
地
三
才
之
巻
』

/″

メ ロ

ル  タ
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別
表
⑨
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

。
ウ
＝
裏
）

Ｉ
□
呉
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

『要
文
集
』

チ

Ю
澤

Ю

争

Ю
η

Ю

牽

Ю
孝

Ю

り

っ
悸

Ю

不

Ю
多

Ю

宗

祖

筆

蹟

『立
正
安
国
論
』

与

①

言

⑨

写

⑮

写

⑬

守

⑩

す

⑩

一場

⑩

ｆ

⑩

手

⑩

手

⑩

手

②

ｆ

④

与

①

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

あ「７′
Ю
“多
７
Ю
力η
Ｊ
Ю
“Ｌ
可
Ю
″レ
１
０

ル
Ｌ
７
′
Ю

毎

鬼

ク
タ

リ

η

麺
４

為

′
７

麺

『御
法
門
御
聞
書
下
』

争
夕
お

仏
７
ｍ
ル今
ノ
つ
を
７
，
地
生
７
地

‘４
′
Ю
〃々
Ｉ
Ю
ルη
Ｉ
Ю
″
ル可Ｉ
Ю
ムη
′
Ю

7
ウ②

7
ウ②

争
オ④

争
オ④
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孝
オ③

孝

Ю

牙

Ю
今

地

弩

Ю
ザ

麺

７

Ю
争

麺

弩

Ю
ザ

Ю

弩

麺
弩

Ю

７

Ю
ザ

Ю

写 手
ウ⑪    ウ③

『
顕
戒
論
縁
起
巻
上
』

可
札

圧ｌ

っ
子
ｊ
Ю

ざ
す
つ
い，
１
つ
た
奪
お

す 宅
オ⑩    オ①

タ
Ｉ
Ю
イ

お

牙

札

イ

Ю
年

麺
オ

Ю

奪

Ｔ
Ｔ

Ю

す

麺
奪

Ю

貯■イＪ
Ю

″
イ
Ｉ
Ю

レ玲
―

つ

一τ
■
‥
つ

と
イ
ー

Ｄ

Ｌ
η
ｌ

Ю

こ
ィ
ー
地
４
ィ
Ｉ
Ю
々
マ
ー
麺
″
イ
′
麺
″そ
Ｊ
Ю

争

麺
孝

麺
τ

麺
７

Ю
７

麺

な
″
′
麺
レ
々
ｚ
Ю
″多爾Ｊ
Ю
を
竹
Ｉ
Ю
″
免
可
″麺

な
竹
′
Ю
」み
ノ
麺

″ら
η
麺
″４
′
Ю
”
ル
７
Ю

″
多

可

Ю

″
ル
ｆ
上

つ

″
力

Ｆ

麺

み
え
イ
ム

麺

″
′Ｔ

′

⑩

生
可
Ｉ
麺
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孝
Ю
ｆ

Ю

多

Ю
多

Ю

『
佛
法
博
末
記
』

牡
イ
Ｉ
Ю
″フ・′
Ю

を
タ
Ｉ
Ｄ
）堀
了
Ю

ｒ
η
Ｊ
Ю
レ一７Ｊ
Ю

ぱ
麟
Ｊ
Ю
ｂ場可Ｊ
Ю

イ

Ю
灯

Ю

『
観
心
本
尊
抄
』

亀π

Ｔ

鶴

Ｔ

ｌ

Ю

有

麺
旬

⑩
有

⑩

々
，

つ
夕

↓
つ
す

■
つ

レ「イ‐
Ю
ル
リ
ー
つ
か
フ
ー
つ

多
「
「
ｌ
Ｄ

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』

上
巻
　
　
　
　
上
巻

年

④

ｌ

⑥

上
巻
　
　
　
　
上
巻

Ｆ
０
ｌ

⑩

Ｆ
η

ｌ

⑭

上
巻

Ｆ
η
ｌ

⑦

上
巻

ｒ
観
″
■
⑮

『本
述
相
違
要
文
上
』

多

イ

孝

孝

弩

衣
η
′
　
ル
メ
リ

七
づ

『本
述
相
違
要
文
下
』

年

琢

写

写

η

外

４

４

弩

今

　
η

　
争

仏
η

色
可

Ｚ
ｌ
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竹

麺
弩

Ю

」奸

麺
ｆ

Ю

督

麺

ｆ

⑫
ぢ

②

下
巻
　
　
　
　
下
巻

ぼ

ｌ

⑩

ｐ
■

■

⑩

下
巻

Ｆ
■
可
ｌ

⑭

『
四
信
五
品
抄
』

上
巻

肝
ゝ
「
ン
④

下
巻

Ｆ
一
■
ｌ

①

上

巻

上
巻

を
フ
「

①

お
一
■
‘

⑨

ル
■
■
■
⑪

卜
■
４
口
⑪

『
貞
観
政
要
』
北
山
本

て

⑤
づ

③
孝

⑩

ヴ
ｇ

な

８

年

ぶ

今

っ
子

Ю
孝

Ю
者

Ю
争

麺

４

っ
争

Ю
考

麺
争

麺

『
四
信
五
品
抄
』

『
後
五
百
歳
合
文
』

『
撰
時
抄
下
』

η

η

『
和
漢
朗
詠
集
下
』

オ 孝

千

手

イ

て

千

孝

孝
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方
ィ
ｌ
②
カ
ィ
ｌ
⑩
」多
ｌ
⑩

な
ｌ

①
な
Ｔ

⑮
歩
ｌ
②

守

①

η

③

り

①

奪

④
７

⑬
ケ

⑩

年

⑩

す

④

『
撰
時
抄
』

一
巻

　

　

　

一
巻

　

　

　

一二
巻

ヤ

ー

⑦

ケ

ー

⑦

布

７

⑤

47 毎

年

孝

希

争

『
真
言
宗
所
立
義
要
文
』

『
大
田
抄
』

“
７

″
４
ｊ

だ
″
，

『大
般
涅
槃
経
要
文
』争 猾

η 4

1

子

弩  争

多  争

孝  争

争 η
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三
巻
　
　
　
　
一二
巻

Ｌ衡
ｌ
⑨

オ
４
づ
③

四
巻
　
　
　
　
四
巻

ｆ

⑭

７

⑭

別
表
⑩
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表

・
ウ
＝
裏
）

Ｊ　
一開
］
の文
字
比
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

宗

祖

筆

蹟

『要
文
集
』

『立
正
安
国
論
』

小
Ю
ホ
Ю

τ

⑭

五
巻

″
，
１
１
①

れ
■
Ｔ

れ
⑤

『
天
地
三
才
之
巻
』

イ

　
を

ホ
③
幕

Ю
小

Ю
ホ
麺
藤

麺

々

４

外

孝

孝

外

オ

行

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』
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ホ

Ю
ポ
Ю

」
Ｒ
Ｆ
⑪

イ

　

ォ

‘
Ｌ
Ｆ

⑮

４
ガ
″
　
ォ

小

⑩

小

Ю

『佛
法
博
末
記
』

/1ト

ホ ″卜4/1L小
⑮    オ⑮    ウ⑬    ウ⑩    オ⑦

⑥
　
ｌ
Ｒ
ト
ー

⑥

ォ
　
　
■
■
”

　

ゥ

ノト曇薦 非 Jに
オ④  縁   ⑪    ⑩    ⑩

葬 E
ウ⑫

薄 ル 許 丼
⑩  ⑩  ⑮  ⑫

雄 井 た 非
⑪  ⑩  ②  ⑮

非

⑮
れ
①
北
⑥
黒
⑦
許
①

本
麺
ネ
Ю

な

知

『御
法
門
御
聞
書
下
』

蛛

Ю
体

Ю
ホ

Ю
ホ

Ю
苺

Ю

ホ

⑮
ホ

麺
撫

Ю
ネ

Ю
漁
Ю

ホ
Ю
４
つ
ホ
麺

『
本
述
相
違
要
文
上
』

ホ

牛

ホ

小

ホ

漁
オ⑮

丼
オ⑮

llL

メト

ホ

麺
-224-
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非

Ю
キ

麺

準

Ю
ホ

麺
『
観
心
本
尊
抄
』

葬

Ю
蒸
オ⑨

ブ|こ
オ①

‐

VL
オ①

赤
オ②

非

オ②

丼
Ю
非
Ю
雄
Ю

み
っ
盤
Ю
輩
Ю

孝

Ю
ホ

Ю
非

Ю

〃
Ю
オ
Ю

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
上
巻

丼
⑩
恭
⑮
非
⑬

心

小

お

『本
述
相
違
要
文
下
』

ホ

み

ホ

ふ

寿

ホ『大
田
抄
』

ホ

淋

小

小

尋

『無
益
外
道
行
集
』 寺膚ll

月t

脊

川ゝ
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非

②

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
下
巻

来

①
諄

④
丼

⑤

非

⑥
れ

⑥
渉

③

丼
①
孝
⑫
雄
⑬

葬

⑭

外

⑬

『
撰
時
抄
』

三
巻

五
巻
灘

⑪

非

⑩
離
⑭

♯
⑭

五
巻
雄
⑫

『和
漢
朗
詠
集
下
』

オト
『
大
般
湿
槃
経
要
文
』

Ｆ
ド
Ｊ『

撰
時
抄
下
』

爆

ホ

キ

ホ
Ю
轟
Ю
ホ
Ю
■
Ю
非
麺　
・２２６．

オ④

『
四
信
五
品
抄
』

小

ホ

小

群

ホ

1ヽ

ホ

キ

丼ト

ホ



五
巻
葬

⑫

『法
華
取
要
抄
』

み

⑬

下
巻
率
①
井
②
非
⑫

れ
④
丼
⑥
ル
⑥

『
四
信
五
品
抄
』

許

⑩
キ

⑩
μ
⑫

『
秀
句
十
勝
抄
』

中
巻
　
　
　
　
中
巻

非
⑩
♯
②

中
巻
　
　
　
　
下
巻

凛
①
非
①

『
後
五
百
歳
合
文
』

ホ
『
持
戒
無
戒
事
』

ホ小

小

小

本

『真言宗所立義要文』

ホ

ガト

ガト

4
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な

④

別
表
①
　
　
（○
内
数
字
は
丁
数
、
オ
＝
表
・
ウ
⊥
暴
）

Ｋ
□
□

長
孟
較

光
長
寺
二
文
書
筆
蹟

　

一　
　
　
由不
祖

筆

蹟

『要
文
集
』

′

Ю

イ
オ②

『貞
観
政
要
』
北
山
本

ふ
⑮
暮
⑩

孝
⑥
Ｚ
⑨
深
⑩

AIL

1・

寿

⑩

苺
④
み

⑬
許
⑮

『立
正
安
国
論
』

『
天
地
三
才
之
巻
』

ネ

ホ

ホ

キ

小

日
法
聖
人
筆
蹟

（光
長
寺
文
書
）

『御
法
門
御
聴
書
上
』

″

Ю
奮

Ю
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孝

Ю

f
ウ⑭

ｆ

Ю

『
佛
法
博
末
記
』

解

厠

滞

Ю
作

つ

ｒ

Ｄ

筆

Ю
彙
オ⑭

み鷺
オ⑬    オ⑭

孝 看 奪 罪
ウ⑬    オ⑭    ウ⑬    オ⑬

羅

つ
発

Ю

ｆ

麺

顕
戒
論

昨

⑮
千
⑩
孝
⑪
孝
⑪

葬

④
孝
⑮
孝

⑮

雅 E
オ⑬

『
御
法
門
御
聞
書
下
』

零

⑩
多

Ю
澤

Ю
澪

麺
イ

Ю

椰

麺
孝

⑭
露

麺
拝

Ю
渾

Ю

澤

Ю

『
本
述
相
違
要
文
上
』

奪

看

常

孝

『
本
述
相
違
要
文
下
』

ｆ

ｆ

考竃

f
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抒

⑪
予

⑭
髯

④

『曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
下
巻

揉
⑤
舜
⑤
脅
⑨

『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
上
巻

イ ι 葬 子景
オ⑭   オ⑨   ウ③   オ③  尊

髪′〃 4≧
ウ⑨    オ④    ウ③

′ 44
ウ①    オ⑨    ウ③

『和漢朗詠集下』

孝

諄

孝

４

『大般湿槃経要文』

重

薄

章

薫

輝

孝

拝

澪 洋

料
”

革

黛

革

み 子

孝

静
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深
⑨
子

⑨
手

⑫

『
秀
句
十
勝
抄
』

中
巻
　
　
　
　
中
巻

揉
②
嗜
③

確

⑭

『
撰
時
抄
』

一
巻

　

　

　

一
巻

イ
⑩
え
⑩
イ
⑬

杉
⑬
〃
⑩
畢
④

四
巻
　
　
　
　
四
巻

巧
②
イ
⑨

中
巻
奪
③

二
巻

堆

孝

奪イ鷲『f]髪
イ 葬 鷲

孝  タ イ イ
零 雀 イ イ
孝 鷲 イ 奪

『
無
益
外
道
行
集
』孝

戒
事
』薫

下
』

孝



イ
⑤
ユ
⑤
啄
⑬

７

②

『
諌
暁
八
幡
抄
』

『
法
華
取
要
抄
』

子

⑫
ｆ
⑫
子

⑬

『真言宗所立義要文』

孝

堆

季

孝

準

孝

f季 イ
4孝 孝
4季 鷺


